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はじめに 

 

盛岡のまちづくりは 16 世紀末，南部氏 26 代信直公の盛岡城の築城に始まります。 

城下町建設に当たり，軍事や商業，交通を考慮して町割りを五の字に配し，城を二重，

三重に取り囲む環状市街地が形成されました。これが現在の中心市街地の骨格となってお

り，城下町の情緒が今もまちなみに色濃く残っています。 

玉山は江戸時代から馬や薪炭の生産地として栄え，渋民や藪川では街道沿いに村落が形

成されました。 

城下町として発展してきた盛岡も明治維新を経て，近代都市の建設が始まります。 

明治 22 年に市制を施行し，盛岡市が誕生しました。 

翌年の東北本線の開通とともに盛岡駅が開設され，これが市中心部と盛岡駅を結ぶ幹線

道路の整備を促し，交通体系や産業振興に転機をもたらします。また，明治 24 年に駅が

開設された好摩では，その周辺に市街地が形成されました。 

大正時代は鉄道新線や周辺鉄道駅の開設が相次いだことから交通結節点としての機能

が高まり，また昭和５年に都市計画区域を定め，市中心部で行なわれた土地開発や耕地整

理は市街地整備の基礎となりました。 

戦後は戦災復興土地区画整理事業や市街地開発が進み，昭和 30 年代は市街地周辺の宅

地開発が進行しました。 

昭和 45 年の岩手国体を契機に都市施設の整備が進み，現在の商業地が形成されて都市

機能の拡充が図られるなか，盛岡広域都市計画区域が定められました。 

昭和 50 年代には，高速自動車道の開通と新幹線の開業により，交通基盤整備に合わせ，

経済圏の拡大，生活圏の広域化が進みます。玉山では，国道沿いに住宅や商業，工業等の

土地利用が進み市街地が形成され，平成２年に盛岡広域都市計画区域に編入されました。 

平成６年には，本市の南西部に

市街地の形成を図る盛岡南地区開

発が事業認可され，現在の都心部

から盛岡駅西口地区を経て盛岡南

地区に連担する新しい都市軸の形

成をめざすことになりました。 

参考：岩手県統計年鑑

平成４年には都南村，平成 18

年には玉山村との合併が実現し，

都市のスケールアップが図られま

した。 

 21 世紀を迎え，また地方分権社

会に移行する中，新たな広域行政

の形成などを図りながら，北東北

の交流拠点機能を担う中核市とし

て，本市は着実に歩み続けていま

す。 
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序章．盛岡市都市計画マスタープラン見直しの背景と経過 

 

１．市町村の都市計画マスタープランとは 

 

市町村の「都市計画マスタープラン」は，望ましい都市像をまちづくりの目標として

明確にし，この目標の実現に向けて，都市計画の諸施策を総合的かつ体系的に展開してい

くため，市民参加のもとに策定する将来のまちづくりへ向けた基本方針です。 

市町村が行う都市計画（土地利用，道路・公園・下水道等の都市施設整備，市街地開

発事業等）は，この「都市計画マスタープラン」に即して実施されることになります。 

 

 

２．都市計画マスタープランの策定 

 

都市計画は，地域における健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保し，ま

た適正な制限のもとに土地の合理的な利用が図られるように定められています。 

また経済や市民生活などの広域化が進む中，合併前の盛岡市と玉山村をはじめ，矢巾町

及び滝沢村を一体の都市として捉え，県知事が定める「市街化区域及び市街化調整区域の

整備，開発又は保全の方針」に基づいて都市計画が定められてきました。 

しかし，同方針は広域的視点からの土地利用調整，都市施設の整備等が可能であるとい

うメリットの反面，地域固有の実情や課題への対応並びに市民意見の反映を図りにくいな

どの問題が生じました。 

こうした問題に対応するため，平成４年に都市計画法が一部改正され，市民に最も身近

な自治体である市町村が，都市計画において主導的役割を果たすことができるように，「市

町村の都市計画に関する基本的な方針」の策定が位置づけられました。 

本市では,平成７年に策定した第三次盛岡市総合計画や,県が策定した盛岡広域都市計

画区域における「市街化区域及び市街化調整区域の整備,開発又は保全の方針」に基づき,

平成13年度に「盛岡市都市計画マスタープラン」を策定しました。また，合併前の玉山村

においては平成10年度に「玉山村都市計画基本方針」が策定されました。 

なお，平成 12 年の都市計画法の改正により，「市街化区域及び市街化調整区域の整備，

開発又は保全の方針」は，「都市計画区域の整備，開発及び保全の方針」に改められ，都

道府県が都市計画区域ごとに方針を定めることとなったことを受け，本市を含む盛岡広域

都市計画区域においては平成 16 年に盛岡広域都市計画区域マスタープランが策定されて

います。 

 

 
盛岡市都市計画マスタープランの特長 

盛岡市都市計画マスタープランは，本市の都市計画・まちづくりに関わる各種の

既定計画を総合する役割を担っています。 

また，本計画における“まちづくり”とは，道路や公園などの主にハード面の整

備という概念で用いられる“都市整備”に，市民参加などソフト面の取組みも含め

た概念として広義に捉えています。 
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盛岡市都市計画マスタープランの位置付け 
 

本市の計画 県（盛岡広域都市計画区域）の計画  
市町村の建設に関する基本構想等 

市 民 の 意 見

本 市 が 行 な う
都 市 計 画

計 画 の 公 表
知 事 へ の 通 知

（参加） 

（議を経る）

（議を経る）
盛 岡 市 都 市 計 画
審 議 会

（
基
づ
く
）

盛 岡 市 都 市 計 画 マ ス タ ー プ ラ ン

（本市の都市計画に関する基本的な方針） （反映） 

（即す） （即す）

本市の他の施策
（連携） 

盛 岡 市 総 合 計 画
国 土 利 用 計 画 盛 岡 市 計 画
盛 岡 市 ・ 玉 山 村 新 市 建 設 計 画

（
即
す
） 

盛岡広域都市計画区域マスタープラン
（盛岡広域都市計画都市計画区域
の整備，開発及び保全の方針） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

盛岡市都市計画マスタープランは本市の都市計画に関し，概ね 20 年間をめどとした

基本的方針を示したものです。しかし，法令等の改正や即すべき上位計画の見直し，社

会経済状況等の大きな変化が認められる場合などには，必要な計画の見直しを行なうこ

ととします。 

 
３．法的な根拠について 

 

都市計画マスタープランは，都市計画法に以下のとおり規定されています。 

（市町村の都市計画に関する基本的な方針）  
第 18条の 2  
市町村は，議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想並び

に都市計画区域の整備，開発及び保全の方針に即し，当該市町村の都市計画に関す

る基本的な方針（以下この条において「基本方針」という。）を定めるものとする。

２ 市町村は，基本方針を定めようとするときは，あらかじめ，公聴会の開催等住民

の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。  
３ 市町村は，基本方針を定めたときは，遅滞なく，これを公表するとともに，都道

府県知事に通知しなければならない。  
４ 市町村が定める都市計画は，基本方針に即したものでなければならない。 
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４．計画の策定と，これまでの見直し 

 

盛岡市都市計画マスタープランは，平成 11 年度から平成 13 年度までの３箇年で策定

しました。 

平成 11 年度は市の現況分析を中心に検討を行い，平成 12 年度は市民意識調査，まち

づくりセミナー，まちづくりフォーラムといった市民参加のプログラムを導入しながら素

案をつくりました。平成 13 年度は松園地域と見前・永井地域においてワークショップを

開催し，住民説明会での市民の意見聴取や関係機関との調整を行った後に，都市計画審議

会への諮問と答申を経て，都市計画マスタープランが策定され，市民への周知と知事への

報告を行いました。 

その後，青山地域や中心地域など 10 の地域でワークショップを開催し，地域別構想の

充実を図りました。平成 18 年１月の玉山村との合併を経て，玉山区の渋民地域と好摩地

域でワークショップを開催し，地域別構想にこの２つの地域を加えました。平成 19 年度

には，まちづくり三法の改正に伴う郊外における大規模集客施設の立地規制を図るため，

計画の見直しを行なっています。 

 

                都市計画マスタープラン策定以後の主な経過 

 
 
 
 
（計画の見直し） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（今回の見直し） 

 

平成 13年度 盛岡市都市計画マスタープラン策定 

□全体構想 
□地域別構想（ワークショップ 松園地域，見前・永井地域） 

平成 14年度

平成 15年度

平成 16年度

平成 17年度

平成 18年度

平成 19年度

地域別構想の充実（青山地域，山岸・加賀野地域，飯岡・湯沢地域） 

地域別構想の充実（上田地域，乙部地域，みたけ・厨川地域，仙北地域） 

地域別構想の充実（中心地域，つなぎ地域） 

地域別構想の充実（中野地域） 

郊外における大規模集客施設の立地規制 

平成 18 年 1月 10 日 新「盛岡市」の誕生（市村の合併） 

地域別構想の策定（渋民地域，好摩地域） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 21年度 『盛岡市都市計画マスタープラン』・計画の見直し 
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５．今回の計画見直し 

 

本市においては，人口構成の少子高齢化，人口減少社会の到来，環境対策の重視，経

済の高度成長から低成長への転換など社会経済情勢の変化を受け，平成16年度に「盛岡市

総合計画」が策定され，玉山村との合併に伴い平成17年度に基本構想の一部を見直しまし

た。 

また岩手県においても，盛岡広域都市計画区域マスタープランの見直しが行なわれて

います。 

これらの状況に対応するため，本市の都市計画やまちづくりについての総合的かつ具

体的な基本方針である「盛岡市都市計画マスタープラン」を見直すこととしたものです。 

本市の位置 

凡例

盛岡都市圏

軽米町
洋野町

久慈市

野田村

普代村

田野畑村

岩泉町

宮古市

山田町

大槌町

釜石市

大船渡市

住田町

陸前高田市

遠野市

九戸村二戸市

西和賀町

藤沢町

葛巻町

花巻市

北上市

金ヶ崎町

奥州市

平泉町

一関市

岩手町

川井村

青森県

国道455号

宮城県

秋田県

国道4号

JR花輪線

国道46号

国道396号

国道106号

国道4号

紫波町

矢巾町

盛岡市

雫石町

滝沢村

八幡平市

一戸町

東北自動車道

JR東北本線

東北新幹線

国道282号

東北自動車道

八戸自動車道

IGRいわて銀河鉄道線、

青い森鉄道線

JR山田線

JR田沢湖線

秋田新幹線

北

平成21年

4月現在

岩手県
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６．本計画の構成と内容 

 

本計画は，まちづくりに対する基本的な考えを明示した全体構想と，地域ごとの計画

である地域別構想とで構成しています。 

全体構想では，隣接する町村の都市計画を視野に入れながら，本市の現状と課題，ま

ちづくりの目標と基本方針を明らかにするとともに，これを踏まえた都市整備の方針を分

野ごとに整理しています。 

地域別構想では，コミュニティ地区などを参考に 15 の地域を設定し，統計資料や地域

別に開催したワークショップにおける参加者の意見などを踏まえ，地域ごとにまちづくり

の方針を明らかにしています。 

 
都市計画マスタープランの全体構成 

 

第
２
章

本
計
画
に
お
け
る
ま
ち
づ
く
り
の
課
題

 

第
３
章

ま
ち
づ
く
り
の
方
向
性
の
確
認

第
１
章

盛
岡
市
総
合
計
画
に
お
け
る
ま
ち
づ
く
り

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全  体  構  想
第４章 まちづくりの
基本的な方針 
 
■方針の考え方 
 
■基本理念 
 
■将来都市構造 
 
■都市整備の方針 

第
６
章

地
域
別
構
想
（  

地
域
）

15

第
５
章

市
民
協
働
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り

第７章 まちづくりの事業計画 
 
■まちづくりの基本方針と，具体の事業 
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７．計画のお知らせと充実 

  

都市計画マスタープランの概要や策定の経過，各地域で開催したワークショップの様子

や市民協働で充実を図った地域別構想の策定状況などは，まちづくり情報紙『Anonassu』

や，都市計画課のホームページに掲載し，お知らせしています。また，計画の見直しにつ

いての情報もお知らせしました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

１） まちづくり情報紙『Anonassu
あ の な っ す

』    

◇第 52 号：玉山区における地域別構想の完成をお知らせしました。 

◇第 19 号：都市計画マ

スタープランの完成を

お知らせしました。 

◇創刊号：都市計画マスタープランの

目的や今後の予定などをお知らせしま

した。 

まちづくり情報紙『Anonassu』とは・・・ 

「あのなっす」という言葉の訛りからの造語で，標準語「あのね」に近い言葉です。 

まちづくりに関する情報を判りやすくお伝えする目的で，盛岡市都市整備部が発行しています。
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まちづくり情報紙『Anonassu』は，平成 12 年６月の創刊から平成 21 年度までに，約６

万３千部を発行し，本市の主要な施設などでご覧いただいています。 

また，表のとおり計画策定の後に，各地域においてワークショップを開催し，地域別構

想の充実を図り，開催の案内や結果の概要などを市民にお知らせしています。 

 

 計画策定以後の「Anonassu」の発行 

号数 タ　イ　ト　ル 概　　　要

19 Ｈ 14.3.15 盛岡市都市計画マスタープラン成案
振り返り，第９回懇話会，
都市計画審議会の様子

20 Ｈ 14.8.9 地域別構想　【青山地域】でＷＳを開催！ 開催結果の概要

21 Ｈ 14.8.28
みんなでまちづくりを考えよう！
（山岸地域）でＷＳ

8 

！

を行ないます！ ＷＳ参加者の募集

22 Ｈ 14.10.9
みんなでまちづくりを考えよう！
（飯岡湯沢地域）でＷＳを行ないます！ ＷＳ参加者の募集

23 Ｈ 14.11.6 地域別構想　【山岸地域】でＷＳを開催！ 開催結果の概要
24 Ｈ 14.12.16 地域別構想　【飯岡・湯沢地域】でＷＳを開催！ 開催結果の概要
25 Ｈ 15.1.10 地域別構想　【山岸地域】でまとめのＷＳを開催！ 開催結果の概要

26 Ｈ 15.2.26
【青山，山岸，飯岡・湯沢地域】
地域別構想の充実案決まる！ 充実案の概要紹介

27 Ｈ 15.4.21
まちづくりをみんなで考えませんか？
（上田地域）でＷＳを開催します！ ＷＳ参加者の募集

28 Ｈ 15.6.10
まちづくりをみんなで考えませんか？
（乙部地域）でＷＳを開催します！ ＷＳ参加者の募集

29 Ｈ 15.6.26 地域別構想【上田地域】でＷＳを開催しました！ 開催結果の概要
30 Ｈ 15.8.14 地域別構想【乙部地域】ＷＳの開催 果！ 開催結果の概要
31 Ｈ 15.9.5 【みたけ・厨川地域】のまちづくりを考えましょう！ ＷＳ参加者の募集
32 Ｈ 15.10.1 【仙北地域】のまちづくりを考えましょう！ ＷＳ参加者の募集
33 Ｈ 15.11.7 地域別構想　【みたけ・厨川地域】で Ｓを開催！ 開催結果の概要
34 Ｈ 15.12.12 【仙北地域】でまちづくりを考える会（ＷＳ）を開催しました！ 開催結果の概要

35 Ｈ 16.4.5
【上田，みたけ・厨川，仙北，乙部地域】
地域別構想の充実案決まる！ 充実案の概要紹介

36 Ｈ 16.6.7 【中野地域】のまちづくりを話し合いましょう！ ＷＳ参加者の募集
37 Ｈ 16.8.31 【中野地域】でまちづくりを考える会 Ｓ）を開催！ 開催結果の概要
38 Ｈ 16.10.12 （河南地区）のまちづくりを話し合いましょう！ ＷＳ参加者の募集
39 Ｈ 16.12.27 （河南地区）でまちづくりを考える会 Ｓ）を開催！ 開催結果の概要
40 Ｈ 17.1.11 （河北地区）のまちづくりを考えましょう！ ＷＳ参加者の募集
41 Ｈ 17.3.25 （河北地区）でＷＳを開催しました！ 開催結果の概要
42 Ｈ 17.4.8 【中野地域】地域別構想の充実案決 る！ 充実案の概要紹介
43 Ｈ 17.6.14 （中心市街地）のまちづくりを考えましょう！ ＷＳ参加者の募集
44 Ｈ 17.8.22 地域別構想充実　（中心地区）でＷ を開催しました！ 開催結果の概要
45 Ｈ 17.9.12 【つなぎ地域】のまちづくりを話し合いましょう！ ＷＳ参加者の募集
46 Ｈ 17.12.12 地域別構想充実　【つなぎ地域】で Ｓを開催しました！ 開催結果の概要

47 Ｈ 18.6.1 【中心地域・つなぎ地域】地域別構 の充実案決まる！ 充実案の概要紹介
48 Ｈ 18.6.8 【渋民地域】のまちづくりを話し合いましょう！ ＷＳ参加者の募集
49 Ｈ 18.9.1 地域別構想　【渋民地域】でＷＳを開 ました！ 開催結果の概要
50 Ｈ 18.9.10 【好摩地域】のまちづくりを話し合い しょう！ ＷＳ参加者の募集
51 Ｈ 19.3.1 【好摩地域】でＷＳを開催しました！ 開催結果の概要
52 Ｈ 19.3.16 玉山区の地域別構想が決まりました 充実案の概要紹介
53 Ｈ 21.5.20 景観計画と景観条例が策定されました！ 情報提供

発行日

結

Ｗ

（Ｗ

（Ｗ

ま

Ｓ

Ｗ

想

催し
ま

！

～　平成18年１月10日　盛岡市・玉山村の合併　新生盛岡市のスタート　～

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＷＳ：ワークショップの略号です。まちづくりに関する参加型・体験型の意見交換の場を設け

ました。 



 
２） 都市計画課ホームページ 

 

都市計画マスタープランの概要と，情報紙『Anonassu』の最新号などについては，都市

計画課のホームページで公開しており，いつでもご覧いただくことができます。 

なお，都市計画マスタープランの閲覧については，年とともに増加する傾向にあります。 

 

http://www.city.morioka.iwate.jp/09tosi/tosikei/master/index.html 

 

ホームページ・閲覧者数と推移　　　資料：盛岡市
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都市計画マスタープラン

イメージ・キャラクター

「あのなっす君」 
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第１章 盛岡市総合計画におけるまちづくり 

 

ここでは，本市における最も上位の計画となる盛岡市総合計画はどのようなまち 

づくりをめざした計画であるのか，また，都市計画マスタープランとの関係について 

整理します。 

 

１．盛岡市総合計画とは 

盛岡市総合計画（計画期間：平成 17 年度から 26 年度）は，長期の構想である「基本
構想」と基本構想に定める将来像を具体化するための「実施計画」とで構成されています。 
このうち「基本構想」においては，少子高齢・人口減少社会の到来，環境重視への価値

観の変化，経済の高度成長から低成長への転換，国内にとどまらない地域間競争の進行及

び産業構造の再構築の進展など社会経済の大きな変化を受けて，本市においても厳しい行

財政環境に対応する行政経営の基盤づくりを進めている状況の中で，市民と行政が一体と

なって自らの責任のもとにまちづくりに取り組むにあたり，その取るべき方向を決定し，

どのようなまちを目指していくのかその姿を示し，これを実現するための行政経営の理念

を明らかにするものです。 

 

平成 16 年 12 月議決（平成 18 年３月一部改訂） 

 

盛岡市基本構想においては，本市がめざすまちづくりの基本理念，基本目標及び土地利

用の方針を次のように定めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

盛岡市基本構想（抜粋） 

 

■目指すまちづくりの基本理念 

・地域の個性をいかしながら新しい魅力を生み出す「継承と創造」のまちづくり

・多様な交流によりにぎわいがつくられる「求心力」のあるまちづくり 

・市民一人ひとりが個性と能力を伸ばすことができる「人が活きる」まちづくり

・市民みずからがまちづくりの主体となる「市民起点」のまちづくり 

・地域の将来に責任を持ち問題をみずから解決できる「自律」のまちづくり 

 

■まちづくりの基本目標（めざす将来像） 

 「人々が集まり・人にやさしい・世界に通ずる元気なまち盛岡」 
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■土地利用の方針 

土地は，市民生活や生産活動を行うための共通の基盤であり，限られた貴重

な資源であるとの認識のもとに，市域の東西に位置する緑豊かな森林や西部・

南部の農地の生産機能と田園景観，市街地を取り囲む東西丘陵地の眺望など本

市の特性をいかしながら，自然環境の保全や農地の有効活用などを図る自然的

土地利用と宅地や業務用地の供給などを図る都市的土地利用との調和に配慮

し，総合的で計画的な土地利用を推進します。 

なお盛岡市基本構想では，目標年次である平成 27年における人口を 296,000
人と想定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．盛岡市総合計画における施策の柱 

 

盛岡市総合計画では，まちづくりの基本目標（めざす将来像）の実現のため，市が行な

う施策を大きく８つに分類しています。 

ここでは施策の柱ごとに，どのようなまちづくりが進められているのかを整理します。 

 

１） いきいきとして安心できる暮らし 

子どもから高齢者まですべての人が生涯にわたり安心して生活を送りながら，積極的に

社会参加ができるように，健康・医療，福祉の連携のもとに取組みを進めます。 

 

２） 安全な暮らし 

市民が自然災害や火災から守られ，被害が最小限に食い止められるよう，防災対策や消

防力の充実を図るとともに，身近な危険から生活を守るため，交通安全や防犯対策を推進

します。 

 

３） 心がつながる相互理解 

コミュニティの自主的なまちづくり活動を支援するとともに，お互いを理解し，尊重し

合いながら，心と情報の交流が積極的に行われる地域環境を創出します。 

 

４） 共に生き未来を創る教育・文化 

健全で心豊かな子どもたちの育成を進めるとともに，市民が生涯にわたって学び，スポ

ーツ・レクリエーションを楽しむことのできる環境を整えます。また，市民が多様な芸術

文化に親しむことのできる環境づくりを進めるとともに，郷土の文化遺産を保存・継承し

ます。 
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５） 活力ある産業の振興 

活力の源である産業が持続的に発展していくよう，既存産業の活性化とともに地域の特

性をいかした新しい産業の創出に向けて，産学官連携を強化するなど，総合的な振興策を

推進します。 

 

６） 環境との共生 

地球温暖化など地球的規模の環境問題が懸念される中，本市の恵まれた水と緑の自然を

共有の財産として次世代に引き継いでいくため，自然との共生を目指したまちづくりを推

進するとともに，資源を大切にし，地球環境の保全に貢献するまちを目指します。 

 

７） 快適な都市機能 

市街地区域，農用地区域，都市環境調和区域，自然調和区域など地域の土地利用特性に

基づいた適正な機能分担を図るとともに，人口の推移や少子・高齢化の進行，すべての人

に配慮するユニバーサルデザインを踏まえて，住環境，拠点機能，交通環境など住みやす

く，交流できるまちの整備を進めます。 

 

８） 信頼される質の高い行政 

将来にわたって安定的で，市民ニーズや社会情勢の変化に迅速かつ柔軟に対応できる行

政を目指し，財政の健全化と計画的で効率的な行政運営を推進します。また，市民やＮＰ

Ｏとの協働を進め，市民とともにつくり上げる質の高い行政サービスを実現するとともに，

広域行政や地方分権を推進します。 

 

 

３．盛岡市総合計画と本計画との関係 

 

盛岡市都市計画マスタープランは，盛岡市総合計画に即し，また国土利用計画盛岡市計

画及び盛岡市・玉山村新市建設計画を踏まえ，本市の都市計画に関する基本方針を定めま

す。 
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第２章 本計画におけるまちづくりの課題 

ここでは，本市の現状がどのようになっているのか，人口や産業など，まちづくりに

おける重要な要素ごとの現状を把握し，まちづくりの課題を整理します。 

 

１．本市の現状と課題  

 １）本市の現状 

（１）人口 

平成 17 年国勢調査（10 月１日現在）

によると，本市の人口は 300,746 人であ

り，近年は人口が減少する傾向にありま

す。 

 

 

 

 

本市周辺の町村においては，これまで

人口が増加してきましたが，その伸びも

次第に減り，近年は緩やかに推移してい

ます。

 

 

 

 

 

 

本市の人口移動に関しては，県外への転

出者が転入者数を上回る「県外への転出超

過」の状況にあり，近年はその傾向が強く

なりつつあります。 

一方，本市と県内市町村との間では，転

入者数が転出者数を上回る，「市内への転

入超過」の状況にあり，近年ではその傾向

が強くなりつつあります。 

 

本市の人口

-50,000 

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

S45 S50 S55 S60 H2 H7 H12 H17

人

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

伸
び
率

人口 伸び率
資料：国勢調査

資料：国勢調査

人口の伸び

盛岡市

滝沢村

矢巾町

紫波町

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

S50/45 S55/50 S60/55 H2/S60 H7/2 H12/7 H17/12

盛岡市 滝沢村 矢巾町 紫波町

資料：国勢調査

人口移動（盛岡市⇔県外）

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

Ｈ15 Ｈ16 Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19

人

転入 転出 資料：岩手県人口移動報告年報

人口移動（盛岡市⇔県内市町村）

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

Ｈ15 Ｈ16 Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19

人

転入 転出 資料：岩手県人口移動報告年報
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本市周辺の町村における人口移動を

見ると，雫石町を除いて転出が超過す

る状況が続いており，滝沢村への転出

者が最も多いものの，近年ではその傾

向も緩やかなものとなっています。 

 

 

 

 

 

本市の世帯数は年々増加しています

が，その傾向は次第に緩やかなものと

なっています。 

本市の世帯数　資料：国勢調査

3.51
3.25

2.98 2.94
2.81

2.66
2.54 2.47

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

Ｓ45 S50 S55 S60 H2 H7 H12 H17

世帯

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

人／世帯

世帯数 一世帯あたり人員

一方，一世帯あたりの人員は一貫して減少

しており，平成 17 年国勢調査（10 月１日現

在）では 2.47 人となり，引き続き世帯の小規

模化が進んでいます。 

 

 

 

 
本市の年齢３区分別人口　資料：国勢調査
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100,000

200,000

300,000

Ｓ45 S50 S55 S60 H2 H7 H12 H17

人

年少人口 生産年齢人口 老齢人口

 

 本市の人口について，年齢３区分別の人口

構成の推移からは，少子高齢化が進行してい

るのがわかります。 

なお本市の郊外において，増加する人口の

受け皿として昭和 40 年代後半に開発され，

大量に住宅が供給された松園ニュータウン

では，近年は人口の減少と一世帯あたりの人

員の減少，並びに急速な少子高齢化が進行し

ています。 

松園ニュータウンの状況　　資料：国勢調査

3.46 3.43
3.28

3.04
2.82

2.67

0

4,000

8,000

12,000

16,000

S55 S60 H2 H7 H12 H17

人

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

人/世帯

年少人口 生産年齢人口

老齢人口 一世帯あたり人員

 

 
年少人口：15 歳未満 
生産年齢人口：15 歳以上 65 歳未満 
老齢人口：65 歳以上 
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

S55

S60

H2

H7

H12

H17

産業別従業者の割合

第１次産業 第２次産業 第３次産業
資料：国勢調査

（２）産業 

本市の産業別従業者数は，第３次産

業の従業者数が全体の約 80％を占め，

その割合は年々増加しています。 

一方，第１次産業の割合は一貫して

減少を続けています。 

 

 

 

 

 

 

 

商品販売額と商店数の状況

0

2,000

4,000

6,000

S63 H3 Ｈ6 Ｈ9 Ｈ11 Ｈ14 Ｈ16 Ｈ19

商店数

0

2,000

4,000

6,000

8,000
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16,000

18,000

20,000

商品販売額

（億円）

商店数 年間販売額（億円） 資料：商業統計調査

本市の商業の状況を示す商品販売額

（卸・小売業の計）は減少する傾向に

あり，また商店の数も減少する傾向に

あります。 

なお中心市街地活性化基本計画によ

ると，近年大型のショッピングセンタ

ーが相次いで立地するなか，本市の顔

とも言うべき中心市街地においては，

小売店舗の年間販売額が減少し，また

本市全域に占める中心市街地の割合も

低下してきています。 

 

小売店年間販売額の推移

27.3%
23.3%

26.7%

21.8%

0

1,000

2,000

3,000

4,000
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Ｈ9 Ｈ11 Ｈ14 Ｈ16
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20%
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50%

販売額

（億円）

盛岡市全域 中心市街地 割合（対市域）

資料：盛岡市中心市街地活性化基本計画
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本市の工業の状況を示す製造品出荷額

については，近年は減少しています。 
製造品出荷額と事業所数の状況

0

50

100

150

200

250

300

350

400

S63 H3 Ｈ6 Ｈ9 Ｈ11 Ｈ14 Ｈ16 Ｈ18

事業所数

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

出荷額等

（億円）

事業所数 出荷額等（億円）

さらに，事業所数も減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

本市の農家数は減少が続いています。 

また，樹園地を除き経営農地面積も減少

しています。 

 

 

 

 

 

 

 

本市の森林の面積は 65,091ha で，市域の面

積の73.4％を占めており，国有林が16,755ha，

それ以外（民有林）が 48,336ha で，森林のう

ち民有林が 74.3％を占めています。 

盛岡市林業振興計画（平成 19 年３月策定）

によると，本市の民有林のうち 48.3％に当たる

23,326ha が人工林で，人工林のうち，間伐や保

育の手入れが必要な林齢 45 年程度までの人工

林が 56.1％を占めています。今後，適正な森林

施業の実施を推進するとともに市産材の利用

拡大を行うことにより，健全な森林資源を造成

し，木材等生産機能や，水源かん養機能などの

公益的機能の持続的な発揮を図ることが求め

られています。 

経営農地面積と総農家数

6,767 6,604
6,278

5,945
5,506

5,079

0

100,000

200,000

300,000
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500,000

600,000

S55 S60 H2 H7 H12 H17

アール

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

戸

田 樹園地 畑 総農家数 資料：岩手県統計年鑑

H17 市域に占める森林面積（ha）

それ以外,

23,556

森林,

65,091
資料：

盛岡市林業振興計画

平成19年3月

H17 森林の管理（ha）

民有林,

48,336

国有林,

16,755

資料：

製造品出荷額と事業所数の状況
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事業所数 出荷額等（億円） 資料：工業統計調査

盛岡市林業振興計画

平成19年3月
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（３）土地利用 

東北の県庁所在都市における市街化区域内人口密度

51.7
48.5

39.1

44.8
41.0

54.3

0

10

20

30

40

50

60

青森市 盛岡市 仙台市 秋田市 山形市 福島市

人/ha

H19都市計画年報

本市の市街化区域の人口密度は，

東北６県の県庁所在都市と比較し

ても高い方で，市街地は比較的コン

パクトに形成されています。 

 

 

 

 

 

本市の新築住宅の着工件数は，周辺町村と比べ安定して推移してきましたが，平成 19

年度と平成 20 年度は大きな減少が見られ，今後の動向を注視するべき状況にあります。 

周辺の町村では，それまでの活況が平成８年頃を境に増加傾向から減少傾向に転じ，近

年は落ち着いた動きで推移しています。 

 
住宅着工戸数の推移（本市と周辺町村の傾向）  資料：岩手県

0

250

500

750

1,000

1,250

1,500

H
2

H
3

H
4

H
5

H
6

H
7

H
8

H
9

H
1
0

H
1
1

H
1
2

H
1
3

H
1
4

H
1
5

H
1
6

H
1
7

H
1
8

H
1
9

H
2
0

周

辺

町

村

・

戸

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

盛

岡

市

・

戸

盛岡市 滝沢村 矢巾町 紫波町

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新市・市街化区域内の土地利用の状況

住宅用地

41%

非可住地

48%

その他

3%

田畑

8%

資料：Ｈ18都市計画基礎調査

平成 18 年度都市計画基礎調査によると，

市街化を図るべき市街化区域のうち，可住地

（住宅用地や，それに転用できる可能性を持

つ土地）の面積の割合は，住宅用地が 41％，

田畑が８％，その他が３％となっており，そ

の合計は 52％となっています。可住地のう

ち，田畑及びその他の土地の割合は約２割あ

り，今後住宅用地として利用される可能性が

残されています。 
 
 

 

 

（非可住地 ＝ 低湿地等+水面＋商業用地＋工業用地＋交通用地＋公共用地＋公共空地）
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（４）交通 

本市の自動車保有台数は，年々増加しており，平成 17 年には昭和 55 年と比較して約

2.1 倍となっていますが，近年その伸びが鈍化しています。 

自動車保有台数
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資料：岩手県統計年鑑
乗客数の推移　　（H15=1.0）

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

H15 H16 H17 H18 H19

鉄道

バス

タクシー等

資料：H19盛岡市統計書　（鉄道は盛岡駅の乗客数）

 

通勤時の利用交通手段割合は自動車が高まり，バスなどは減少してきました。 

このことを受け，市では平成 11 年からオムニバスタウン事業等によりバス利用促進施

策に取組んでおり，バス利用者数は平成 14 年以降ほぼ横ばいで推移しています。 

国勢調査によると，本市と周辺町村との間の通勤通学者数が増加しており，市街地拡大

に伴って，本市と周辺町村間の通勤通学目的での結びつきが強くなっています。 

 

滝沢村

北

雫石町

紫波町

矢巾町

盛岡市

13,608（11,511）

5,750（4,786）

5,183（4,599）

3,120(2,974) 6,217（5,505）

4,754（4,496）

1,408（1,395） 1,673（1,360）

資料：H17国勢調査（H7国勢調査）

 

 

 

 

 

 

 

路線バス　年間輸送人員
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資料：盛岡市統計書
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 （５） 歴史と景観 

本市は，岩手山や姫神山をはじめ，周辺の山々，市内を流れる北上川，中津川などの

自然景観に恵まれ，城下町形成以降の歴史的文化的景観を基盤に培われた都市的景観と

市街地周辺に広がる田園，丘陵や山地などが均衡のとれた景観を醸し出しているまちで

す。 

  こうした優れた自然環境と永い伝 

 統に育まれた歴史的環境とが調和す 

る個性豊かな都市環境を保全し，かつ， 

創出することを目的に，昭和 46 年に 

河川や庭園，樹木，近郊の自然などを 

守るため，「盛岡市自然環境保全条 

例」を制定し，「樹木」や「庭園」な 

どの保全制度の施策を実施してきま 

した。さらに，昭和 51 年には，「盛 

岡市自然環境及び歴史的環境保全条 
   城下町としての成り立ち（盛岡城下古図絵） 

例」として改正し，「歴史的建造物」 

の指定制度も併せて，行政と市民や事業者との協議により様々な環境保全活動を展開す

る「盛岡方式」といわれる手法によって本市独自の自然的・歴史的景観の保全施策を確

立させてきました。 

  この保全施策を先駆けに，盛岡市市勢発展総合計画・後期実施計画（昭和 55 年度～

昭和 59 年度）には「都市全体の美しさと調和という観点に立って，まち全体を美しく

デザインし，イメージを高めるため，建築物に対する特別な配慮が望まれる」と景観対

策を施策に位置付けました。 

  このようにして，昭和 55 年度から本格的に取り組み始めた景観政策は，昭和 59 年度

には，盛岡らしい都市景観を守り，創り，育てるための景観形成の指針として，「都市

景観形成ガイドライン」を策定し，さらには，平成４年の都南村との合併や平成 18 年

の玉山村との合併を経ていく中で，都市景観形成ガイドラインの改定や「玉山区建築景

観ガイドライン」を策定し，全市域において地域特性に配慮した良好で快適な景観形成

を推進してきました。 

  全国的な景観への認識が高まるもとで，平成 16 年に景観法が制定されたことを契機

に，本市では，平成 21 年３月に，「盛岡市景観計画」の策定及び「盛岡市景観条例」

を制定し，本市の景観政策について更なる充実と向上を図っています。 
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 盛岡城跡公園（岩手公園）や開運橋からの

岩手山の眺望は，本市を代表する景観となっ

ています。 

また，盛岡らしい歴史的な景観や，城下町

の趣を今に伝えるまちなみなどは，市民の努

力で守られており，建物の保存や修景などの

活動を通じて，その歴史的な価値が改めて見

直されてきています。 

 今後，市の景観計画と景観条例に基づいて，

また市民の理解と協力のもと，良好な都市景

観と岩手山の眺望の保全が求められます。 

開運橋たもとからの岩手山の眺望（撮影 2004 年） 

一方，中心市街地等においてマンションの

建設が進んでおり，山並みの眺望やまちなみ

との調和に加え，町内会等地域のコミュニテ

ィへの配慮も求められています。 

分譲マンションの建設状況
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今後，盛岡市景観計画と盛岡市景観条例に

基づき，また，市民の理解と協力のもとに，

市街地，田園・丘陵，山地の良好な景観の形

成を基本に，眺望景観，河川景観，歴史景観 

及び街路景観など，盛岡固有の景観を守り， 

創り，育てることが，一層求められています。 

  分譲マンションの立地分布図 
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●80 年代（1980～89） 

●90 年代（1990～99） 

●00 年代（2000～08） 

 

 

 

 

資料：建築住宅課
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（６） 都市施設 

① 道路 

本市における都市計画道路（幹線道路）の整備率は，平成 20 年度末において 56.6％

となっていますが，バスや自家用車などが通行する道路の整備状況は，いまだ円滑に

交通を処理できるようなネットワークが形成されていません。 

一方，本市における街路事業費は減少しており，今後の交通施策を踏まえた効果的

かつ効率的な整備が求められます。 

また，昭和 40 年代において市街地が急拡大した地区等では，狭あいな生活道路が多

く残っており，住環境の改善のための道路機能の確保が求められます。 

 
 

 

凡 例 凡 例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道路整備状況図（平成 20 年度末現在）
国
道
４
号 

国道 455 号 

国道 396 号 

国道 106 号 

国道 46 号 

国
道
４
号 
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② 公園等 

公園は，市民の憩いの場，スポーツやレクリエーションの場として，快適な都市環境

を創出するための必要不可欠な施設であるとともに，災害時には避難場所としても利用

されます。代表的な公園としては，盛岡城跡公園（岩手公園）や岩手県営総合運動公園，

岩山南公園（盛岡市動物公園），中央公園や盛岡南公園などがあり，身近にある公園と

しては，近隣公園や街区公園などがあります。 

また，これらのほかに高松公園や岩山公園の風致公園などがあり，平成 21 年３月末

現在，418 ヵ所，258.28ha が開設されています。 

緑地は，都市の自然環境の保全並びに改善，都市環境の改善，災害の防止若しくは緊

急時の避難路など市民生活にとって重要な場です。代表的な緑地としては内丸緑地，賜

松園緑地，木伏緑地，つなぎ緑地などがあり，平成 21 年３月末現在，23 ヵ所，14.83ha

が開設されています。 

公園，緑地以外としては墓園があり，新庄墓園が開設されています。 

なお，都市計画区域内における市民１人当たりの公園等（公園，緑地，墓園）の開設

面積（平成 21 年３月末現在）は 10.6 ㎡となっており，これは県平均の 12.6 ㎡を下回

るものの，盛岡都市圏の平均である 5.1 ㎡を上回る水準にあります。 

また，中心市街地などでの公園等の不足，公園施設の老朽化や少子高齢化の進行によ

るニーズの変化への対応が求められています。 
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③ 上水道 

本市の上水道の浄水場は６箇所あり，沢田や新庄の浄水場は東部の丘陵地を，中屋敷浄

水場は雫石川水系を水源にしており，玉山区では岩手山麓と東部の姫神山麓を水源地域に

しています。本市の行政区域内人口に対する水道普及率は，平成 19 年度末において 97.4%

となっています。 

 

 

 盛岡

④ 

本

85.7

な

排水

ま

おい

行い

 

 

 

 盛岡地域・都南地域
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域・都南地域 

浄水場の位置 

資料：盛岡市水道事
 

下水道 

市の下水道（汚水）の行政区

％となり整備が進んできまし

お，市街化区域以外の地域に

を処理している地区もありま

た，下水道（雨水）の下水道

て 59.0％となっています。こ

，河川などの公共用水域の水
上水道の位置と給水の範囲 
盛岡市役所盛岡市役所

玉山区 

玉山総合事務所 

浄水場の位置

業概要・水道施設現況図（平成 19 年 3 月現在）をもとに作成 

域内人口に対する普及率は，平成 20 年度末において

たが，市街化区域内にも未整備地区が残っています。 

おいては，農業集落排水や合併浄化槽の設置により生活

す。 

事業認可区域面積に対する整備率は，平成 20 年度末に

のほか，中心市街地においては合流式下水道の改善を

質保全を図っています。 
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玉山総合事務所 

【盛岡地域・都南地域】 

（汚水・雨水） 

【盛岡地域・都南地域】 

（汚水・雨水） 

 

【玉山区】（汚水） 【玉山区】（汚水） 

 

公共下水道事業の認可区域図 

 

 

 

盛岡市役所 

※認可区域とは，公共下水道を設置することを国や県から法律的に認められた区域です。 
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（７） 土地区画整理 

本市の土地区画整理事業は，昭和 22 年に盛岡駅前で戦災復興を目的として行われたの

が始まりで，平成 20 年度末で 24 地区約 485ha の整備が完了し，公共施行の太田地区や都

南中央第三地区など５地区，都市再生機構施行の盛岡南新都市地区，組合施行の４地区で，

約 684ha の整備を進めています。 

土地区画整理事業は都市基盤整備手法として代表的なものであり，機能的で魅力ある都

市の創造を図ることができますが，事業の完了までに長期間を要することから，その間の

社会経済情勢の変化の影響も大きく，特に近年では事業費の確保が課題となっています。 

また，事業による公共施設整備と併せて，より住みよい地域となるように，住民が主体

となったまちづくりへの取り組みが望まれます。 

なお，計画されながらも事業の実施のめどがたたない地区においては，計画の見直しを

図るとともに，土地区画整理によらないまちづくりの検討が必要になっています。 
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（８） 環 境 

盛岡地域・都南地域に生息する動植物は，平成 14 年度から平成 17 年度まで実施した｢盛

岡市自然環境調査｣によると，植物は 1,394 種，動物や昆虫は 5,865 種が記録されていま

す。その中には，絶滅の恐れのある動植物を抽出している｢レッドデータブック｣に，｢絶

滅の危機に瀕している種｣として掲載されているイヌワシ（国の天然記念物）など，多く

の貴重な動植物が含まれています。また玉山区では，平成 18 年度から｢玉山区自然環境調

査｣を実施しており，初年度の文献調査によると，植物は 1,147 種，動物や昆虫は 3,315

種があり，引き続き詳細な調査を実施することとしています。 

このように本市においては，東部や西部の山間地域を含め，多種多様な動植物が生息・

生育し，豊かな自然環境が残されている状況にあります。なお，本市には県立の自然公園

地域と自然環境保全地域，環境緑地保全地域が指定されており，豊かで美しい環境の保全

が図られています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 19 年度の環境測定結果によると，河川の水質は一部の項目が環境基準値を超

えている場所がありましたが概ね基準値を下回っています。大気の状態は，二酸化硫

黄，二酸化窒素，浮遊粒子状物質及び一酸化炭素の濃度は基準値を下回っています。

また，ダイオキシン類については大気，河川，地下水，土壌とも基準値を下回ってい

ます。一方，光化学オキシダントについては，長期的評価では環境基準を下回ってい

ますが，短期的評価では基準値を超える時間が見られます。また，ベンゼンについて

は，平成 19 年度に調査された全ての地点で基準値を下回っています。 

なお，地球環境の保全のためには，化石燃料からの二酸化炭素（CO2）排出量の積

極的な削減が求められます。 
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２） まちづくりの課題 

 

本章の１－１）本市の現状においては，計画の策定後における人口や産業の状況に変化

も見られ，様々な課題があることがわかりました。これらを踏まえて今後のまちづくりを

検討することが必要です。 

 

（１）人 口 

①本市の人口は横ばいから減少の傾向に転じています。周辺町村の人口の増加は緩や

かながらも続いており，また本市から周辺町村への転出超過が続いています。 

【横ばい→減少へ】 

②本市では少子高齢化が進行しており，特に郊外の大規模住宅団地ではその傾向が顕

著に現われています。 

 

  
課題：定住を支える都市環境を整備する

 

（２） 産 業 

①従業者数については，全産業における第３次産業の従業者の割合が増加し，本市の

産業構成のサービス化がさらに進んでいます。 

②商業においては，商品販売額がやや減少しており，商店数や中心市街地における販

売額のシェアも減少しています。 

③工業においては，製造品出荷額，事業所数とも増加から減少に転じています。 

【増加→減少へ】 

④農業においては，農地，農家数とも減少しています。 

⑤林業においては，間伐など適切な管理が必要な森林が増加しています。 

 

   
課題：産業振興により都市の活力を維持する

 

 

課題：農地や森林を適切に維持する

（３） 土地利用 

①本市の住宅着工戸数は減少傾向が見られるものの，近年は横ばいで推移しています。 

【減少から横ばいへ】 

②市街化区域には，住宅地への転用可能な可住地が 11％残されています。 

 

   
課題：効率的な土地利用を推進する
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（４） 交 通 

①広域的な交通に対応する道路ネットワークの形成や，市街地における公共交通や自

転車，徒歩の移動利便性向上など，本市の都市機能を支える交通網の形成が求めら

れます。 

②通勤目的の交通手段は自動車利用の割合が高く，公共交通への転換を推進するため，

これまでのバス中心の取組みから鉄道も含めた利用促進が求められます。 

 

 
課題：都市機能を支える交通網の形成を推進する 

課題：自家用車から公共交通や自転車への転換を推進する  

 

（５） 歴史と景観 

①史跡などの文化財や歴史的建造物などの周辺，寺院群や町家など，城下町としての

情緒を今に伝える地域においては，歴史的な雰囲気やまちなみと調和した景観の形

成が求められます。 

②河川は，都市を流れる貴重な自然であり，開放感や季節感などまちに潤いとやすら

ぎを与えてくれます。また盛岡城跡公園（岩手公園）や開運橋からの岩手山の眺望

など，山並みの眺望は本市の地域特性となっています。このことから，地域特性で

ある河川などの自然や山並みの眺望を活かした景観の形成が求められます。 

 

  
課題：歴史や文化などと調和した景観を形成する

課題：河川などの自然や山並みの眺望を景観の形成に活かす  

 

（６） 都市施設 

①自家用車の利用の抑制と公共交通や自転車ヘの転換，また歩いて楽しいまちづくり

への取り組みが進む一方で，生活道路については昭和 40 年代に市街地が拡大した

区域を中心に狭あいな道路が多く残っています。 

②公園等については，都市計画区域全体として市民１人当たりの開設面積がまだ低

い水準にあるほか，中心市街地などでの不足，公園施設の老朽化や少子高齢化の

進行によるニーズの変化への対応などが必要です。 

③下水道（汚水）については，平成 20 年度末の普及率が 85.7％となっていますが，

市街化区域内にも整備すべき地区が残っています。 

④上水道については，東部の丘陵や姫神山麓，岩手山麓を水源地域としており，安全

安心な水道水の確保のため，今後とも水源地付近の環境を保全する必要があります。 

  

 
課題：狭あいな生活道路の改善を図る 

 課題：公園等の整備や維持管理を推進する 

 

 
課題：下水道整備事業を推進する 

 課題：水源地域の環境を保全する 

 28



 

（７） 土地区画整理 

①施行中の地区における事業の早期完了をめざし，その促進が求められます。 

②事業による都市基盤整備と併せて，地区の住民が主体となり，より住みよい環境を

めざしたまちづくりが望まれます。 

③事業の実施が見込めない地区においては，計画を見直すとともに，地区計画制度な

ど土地区画整理によらないまちづくりについて検討することが必要になっていま

す。 

 

  
課題：土地区画整理事業の促進を図る

課題：住民主体で良好な住環境の形成を図る 

 
課題：実施が見込めない地区では，計画の見直しと，土地区画整理によら

  ないまちづくりを検討する 
 

 

 

（８） 環 境 

①河川の水質や大気はおおむね環境基準値を満たしていますが，良好な生活環境を維

持するため，今後とも環境汚染物質などに関する監視を継続する必要があります。 

②二酸化炭素の排出量の削減を図るためには，コンパクトな都市の形成や効率的な交

通などの対策が必要です。 

 

  
課題：良好な自然環境・生活環境を保全する

課題：地球環境保全に向けた対策を促進する 
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２．市民意見にみる，まちづくりの課題 

   

地域のまちづくりに関して，平成13年度から平成18年度までワークショップを開催し，

参加者の意見等をもとに，地域別構想の策定や充実を行ないました。 

ここでは，計画の見直しを機に，地域のまちづくりに関する約 700 件の意見を再整理し

て，その傾向から全市的に取り組むべき課題の確認を行います。 

 

１）市民の意見 

 
ワークショップの開催状況  

 

 

 

 

 

 

 

　　　　　　　　　　   　　　　開催地域 開催数 延べ参加者数

平成13年度  松園地域，見前・永井地域 4 113名

平成14年度  青山地域，山岸・加賀野地域，飯岡・湯沢地域 10 230名

平成15年度  上田地域，乙部地域，みたけ・厨川地域，仙北地域 12 293名

6年度  中野地域，中心地域（河南地区・河北地区） 9 393名

7年度  中心地域（中心地区），つなぎ地域 5 152名

平成18年度  渋民地域，好摩地域 6 256名

合　計　　 46 1,437名

平成1

平成1

ワークショップでの意見を，「守りたい・残したい」，「直したい」に大別し，さらに

傾向別に分類しました。 

■地域の「守りたい・残したい」
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▼地域の「直したい」

0 20 40 60 80 100 120 140 160

安全

ごみ問題

産業・観光

少子高齢化

基盤整備

賑わい

利便性

道路・交通

件

松園

見前・永井

山岸・加賀野

青山

飯岡・湯沢

みたけ・厨川

上田

仙北

乙部

中野

中心

つなぎ

渋民

好摩
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２）まちづくりの課題 

 

市民意見における「守りたい・残したい」もの，「直したい」ものについて，主なもの

を以下にまとめました。 

 

■地域の「守りたい・残したい」 

・自然や景観に関して，どの地域も「守りたい・残したい」とする意見が多くあります。 

・地域の良好なコミュニティや住環境を守りたいとする意見も多くありました。 

 

（主な意見） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（自然環境や景観について） 

・北上川と岩手山，姫神山の眺めが良い 

・田園の風景，垣根，屋根，林の景観が良い 

 

（コミュニティについて） 

・町内会活動が盛んで住みやすい 

・地域の団結力があり，人間関係が良い 

 

（住環境について） 

・静かな住環境で小さな子どもが安心して遊べる 

・日常生活に必要な施設がそろっている 

 

このほか，歴史的な雰囲気が感じられること，伝統が活きていることなどを
評価する意見がありました。 

 

らの意見から，全市的に取り組むべきまちづくりの課題を，以下に集約します。 

課題：自然環境や景観，山並みの眺望を守りたい

課題：良好なコミュニティを維持したい

課題：良好な住環境を守りたい
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▼地域の「直したい」 

・道路や交通に関して，どの地域も「直したい」とする意見が多くあります。 

・地域の利便性や賑わいに関しても同様の傾向にあります。 

（主な意見） 

 
（道路や交通について） 

・通勤時の交通渋滞 ・生活道路が狭く，通学路が危険 

（利便性について） 

・福祉，医療，コミュニティ施設が不足している 

・商店が減り，日常の買い物が不便になった 

（賑わいについて） 

・商店街がさびれてきた ・小さなお店が減っている 

（都市基盤整備について） 

・道路や下水道などの整備が不足している  

（少子高齢化について） 

・高齢化が進み，コミュニティの維持に不安 

 

このほか，定住と就労について，ごみの分別回収の徹底，水による被害及び

安全な護岸整備を求める意見などがありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これらの意見から，全市的に取り組むべきまちづくりの課題を，以下に集約します。 

 

課題：道路や交通の環境を改善したい 

 
課題：公益施設など地域の利便性を維持したい

 

 
課題：地域の賑わいを維持したい

 

課題：道路・下水道などの整備を進めるべき 

 

課題：高齢化が進む中，コミュニティを維持したい 

 

 

これらは，これまでにも都市計画マスタープランにおけるまちづくりの課題となってい

ましたが，引き続き取り組むべき課題であることが確認できました。 
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３．社会状況の変化と課題 

 

現代の都市は，世界的な経済情勢の急激な変化や地球温暖化への対策，またスリムで

効率的な行財政の運営など，社会全体で対応しなければならない様々な課題を抱えてい

ます。 

そのような中，本市のまちづくりに関わりの強い課題について，近年の状況の変化を

以下のとおり整理します。 

 

１） 社会的な課題と変化 

（1） 分権型社会 

・社会の急速な変化に伴い，個性豊かな地域社会の形成や少子高齢社会に的確に対応

できる仕組み作りに対する要請が高まってきました。 

・これらの要請にこたえるため，法律の改正などにより，地方への権限の移譲が行わ

れています。 

・今後も，このような地方分権が進むものと考えられますが，今後のまちづくりにお

いては，地方分権により市民に最も身近な市町村がその主体的な役割を担うとともに，

市民との協働によるまちづくりが必要とされています。 

 
地方分権改革の理念 

 
● 地方分権改革推進法 第２条 

国と地方公共団体とが分担すべき役割を明確にし，地方公共団体の自主

性及び自立性を高めることによって，地方公共団体が自らの判断と責任に

おいて行政を運営することを促進し，もって個性豊かで活力に満ちた地域

社会の実現を図ることを基本として行なわれるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 （2） 少子高齢・人口減少社会 

将来推計人口（コーホート要因法）

300,746 298,433 294,319 287,743

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

Ｈ17 Ｈ22 Ｈ27 Ｈ32

人

盛岡市

滝沢村

矢巾町

合計

資料：岩手県

・高度経済成長期の日本の社会は， 

人口や機能が都市に集中する都市化

社会でした。 

・その後は人口集中の動きが収まり，

人口のほとんどが都市に住み，都市

が安定成長する都市型社会となりま

した。 

・今後の社会においては，広く人口

減少と少子高齢化が進むことが推測

されており，都市の活力も低下する

ことが懸念されています。 
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（3） 情報化社会 

・日本におけるインターネットの利用者は急速に増加し，平成 19 年末においては，人

口の約 70％に普及したとされています。また携帯電話でインターネットに接続できる

サービスや高速化なども進み，情報化社会がより進展しています。 

・さらに，教育や娯楽，商品の購入など，在宅のまま多様な分野におけるサービスを

受けられるなど，地域における生活環境や消費行動に変化をもたらす可能性がありま

す。一方で，直接対面して交流することの大切さも見直されてもいます。 

 
インターネットの普及状況  

資料：総務省情報通信白書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（4） 環境重視社会 

・私たちの日常の生活で排出される二酸化炭素（CO2）などによって，様々な環境の変

化が起こってきているとされています。 

・例として，平均気温は徐々に上昇してきており，生態系や農林水産業，食料や健康

などに様々な影響が生じると予測されています。 

・近年，このような環境の変化に対する市民の関心が高まり，地球環境についての対

策がさらに求められるようになってきました。 

・この環境の変化は，本市における自動車利用に対する考え方や土地の利用のあり方

などまちづくりにも関連する社会的な課題です。 

 
平均気温の経年変化（盛岡市）

 

 

資料：岩手県地球温暖化対策地域推進計画
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２） 今後のまちづくりにおける社会的な課題 

  

本章の３－１）社会的な課題と変化を踏まえ，今後のまちづくりにおいて対応が求めら

れる社会的な課題を整理すると以下のようになります。 

 

（1） 盛岡の魅力と個性，市民との協働を大切にしたまちづくり 

 全国的に進みつつある少子高齢化と人口減少に対し，地域の賑わいや活力を維持する

ために定住人口の維持や交流人口の増加など，都市間や地域間での競争が加速すること

が考えられます。 

 このような中，豊かな自然と美しい景観，長い歴史や文化など本市の魅力と個性をま

ちづくりに活かし，求心力のある住みよいまちづくりへの対応が求められます。 

また都市計画法の改正により，都市計画決定の主体が市民に身近な市町村となってき

ており，より市民の意見を反映しやすくなっています。 

さらに地方分権改革が進む中で，市民と行政が協働しながらまちづくりを行う必要性

が高まっており，多様な分野において市民参加を積極的に進め，地域の特徴を活かした

住みよいまちをつくっていく必要があります。 

 

 （2） 誰にもやさしいまちづくり 

 まちづくりにおいては，誰もがその快適性や利便性を享受できることが大切です。 

少子高齢社会の進展に対応し，誰もが利用しやすいひとにやさしいまちづくりが求め

られています。 

 

（3） 地域の賑わいや人々の交流を支えるまちづくり 

地域の賑わいや人々の交流を支えるため，今後とも地域の産業振興を図ることが求め

られます。また，地域の住環境については，公益施設などの利便性やコミュニティの維

持，道路や交通に関する改善などを進める必要があります。 

さらに，情報化が進展し生活の利便性が向上する中にあっても，お互いの顔が見える

対面型の交流によるまちづくりが求められています。 

 

（4） 環境にやさしいまちづくり 

 生活の利便性や快適性が向上する反面，地球温暖化や酸性雨等の対策は地球規模の問

題となっています。 

自然環境，生活環境，かけがえのない地球環境の保全を図るため，環境汚染物質の監

視や二酸化炭素（CO2）排出量削減などの対策が行われていますが，それらの対策は広

域的な対応とともに，日常の生活を通じた小さな努力の積み重ねが大切です。 

本市のまちづくりにおいても，環境への負荷が小さく，また限りある資源を大切にし

た持続可能な都市の形成が求められます。 
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第３章 まちづくりの方向性の確認 

3
6
 

 

 

 

  

１．本市の施策におけるまちづくり 

まちづくりの方向性の確認にあたり，本計画が即すべき盛岡広域都市計画区域マスタープランなど上位となる計画の方向性や，玉山村都市計画基本方針における都市形成の方向性と，

本計画の｢まちづくりの基本方針｣等について，相互の関係を明らかとします。 

この章では，前章までに明らかとした本市の課題を踏まえ，本計画がめざすまちづくりの方向性について確認します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市
民
協
働
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り

都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
は 

ま
ち
づ
く
り
の
方
向
性
を
承
継
し
ま
す
。

（玉山村都市計画基本方針）  

『将来都市像形成の方向』 

【広域的機能】 

・周辺市町村の住宅地機能の拠点的役割を担う 

・周辺市町村の就業地機能の拠点的役割を担う 

【自然環境】 

・豊かな自然環境は，次世代に引き継いで行かなければ

ならない重要な財産であり，これを保全して行く 

【市街化形成】 

・市街地の一体的形成 

・駅を中心に充実した住宅地形成 

【地域振興】 

・豊かな自然，啄木を前面に打出した観光等による地域

振興 

４．盛岡市・玉山村新市建設計画 『主要施策』 

１）一人ひとりの心がかよう快適な地域社会の形成 

２）健やかで心と心がふれあう保健医療・福祉の充実 

３）未来を築く心豊かな人材の育成 

４）環境と調和し快適な暮らしを支える生活環境の整備

５）豊かで活力あるまちをつくる産業の振興 

６）多様な交流を支える都市基盤の整備 

７）健全な行財政運営と自治能力の向上 

「盛岡市総合計画」，「国土利用計画盛岡市計画」及び「盛岡市・玉山村新市建設計

画」は，本計画が即すべき上位となる計画です。 
上位となる計画と本計画の「まちづくりの基本方針」の方向性は基本的に整合し

ており，引き続きまちづくりの取り組みを続ける必要があります。 

３．国土利用計画盛岡市計画 

  『市土の利用に関する基本方針』 

これからの土地利用のあり方 

１）都市の求心力を高める土地利用の推進

２）コンパクトで効率的な市街地の形成 

３）自然と人の営みとの調和 

４）市民と行政の協働による市土利用マネ

ジメントの推進 

２．盛岡市総合計画 『施策の柱』 

１）いきいきとして安心できる暮らし

２）安全な暮らし 

３）心がつながる相互理解 

４）共に生き未来を創る教育・文化 

５）活力ある産業の振興 

６）環境との共生 

７）快適な都市機能 

８）信頼される質の高い行政 

１．盛岡広域都市計画区域マスタープラン  

『都市計画区域の基本方針』 

１）自然環境の保全と活用及び景観の保全と

創出 

２）だれもが安心・快適に暮らすための都市

環境の形成 

３）地域産業の活性化と新しい産業の創出 

４）都市機能の高度集積による拠点機能の強

化と広域交通ネットワークの形成 

５）地域の人々がみずから創る個性あふれる

まちづくりの推進 

６）環境に配慮した低炭素型の持続可能な都

市の形成 

都市の芸術文化が薫る美しい景観づくり 

安全・安心なまちづくり 

花と緑に囲まれた潤いのあるまちづくり 

都市活動を支えるやさしい交通体系づくり 

賑わいと活力ある市街地づくり 

歴史と風土を活かした盛岡らしいまちづくり

人と環境にやさしい 
機能的なまち 

賑わいと活力があるまち 
 

個性ある都市の芸術文化が 
薫るまち 

都市計画マスタープラン 
■まちづくりの目標        ■まちづくりの基本方針 

豊かな自然を守り伝えるまちづくり 山並みと河川に育まれ， 
歴史が息づくまち 

岡広域都市計画区域マス

プランは，本計画が即すべ

位となる計画のひとつで

ちづくりの方向性につい

基本的に整合しています。
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２．本計画の課題とまちづくりの方向性 

本市の現状について，まちづくりに

重要な要素ごとに課題を整理しまし

た。これらは，これまでにも都市計画

マスタープランの課題として位置づけ

てきたものです。 
これらの課題には，状況の進展など

変化が見られますが，まちづくりの重

要な課題として，引き続き取り組むべ

き課題であることを，改めて確認しま

した。 

３．社会状況の変化と課題 

（今後のまちづくりにおける社会的な課題） 

１）盛岡の魅力と個性，市民との協働を大切にしたまちづくり 

２）誰にもやさしいまちづくり 

３）地域の賑わいや人々の交流を支えるまちづくり 

４）環境にやさしいまちづくり 

 

本市を取り巻く社会的な課題と変化を踏まえ，今後のまちづくりに

おいて求められる社会的な課題を整理しました。 
これらは，これまでにも都市計画マスタープランにおけるまちづく

りの方向性を決める重要な課題として位置付けられてきたものです。

今後とも，これら社会的な課題に対する取り組みを続ける必要があ

ります。 

２．市民意見にみる，まちづくりの課題  

（まちづくりの課題） 

■地域の「守りたい・残したい」 

・自然環境や景観，山並みの眺望を守りたい 

・良好なコミュニティを維持したい 

・良好な住環境を守りたい 

▼地域の「直したい」 

・道路や交通の環境を改善したい 

・公益施設など地域の利便性を維持したい 

・地域の賑わいを維持したい 

・道路・下水道などの整備を進めるべき 

・高齢化が進む中，コミュニティを維持したい 

地域別構想のワークショップの市民意見を整理し

ました。これらは，これまでにも都市計画マスタープ

ランの課題として位置づけてきたものです。今後とも

取り組むべき課題であることを，改めて確認しまし

た。 

人と環境にやさしい
機能的なまち 

都市計画マスタープラン 
■まちづくりの目標        ■まちづくりの基本方針 

個性ある都市の芸術文化が
薫るまち 

賑わいと活力があるまち

山並みと河川に育まれ，
歴史が息づくまち 

ここでは，前章で整理した本市の課題に対するまちづくりの方向性を確認し，

都市計画マスタープランの｢まちづくりの基本方針｣との関係を明らかとします。

豊かな自然を守り伝えるまちづくり 

都市の芸術文化が薫る美しい景観づくり 

安全・安心なまちづくり 

花と緑に囲まれた潤いのあるまちづくり 

都市活動を支えるやさしい交通体系づくり 

賑わいと活力ある市街地づくり 

歴史と風土を活かした盛岡らしいまちづくり 市
民
協
働
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り

１．本市の現状と課題 

（まちづくりの課題） 

１）人 口 

・定住を支える都市環境を整備する 

２）産 業 

・産業振興により都市の活力を維持する 

・農地や森林を適切に維持する 

３）土地利用 

・効率的な土地利用を促進する 

４）交 通 

・都市機能を支える交通網の形成を促進する 

・自家用車から公共交通や自転車への転換を 

推進する 

５）歴史と景観 

・歴史や文化と調和した景観を形成する 

・河川などの自然や山並みの眺望を景観の形

成に活かす 

６）都市施設 

・狭あいな生活道路の改善を図る 

・公園等の整備や維持管理を推進する 

・下水道事業を推進する 

・水源地域の環境を保全する 

７）土地区画整理 

・土地区画整理事業の促進を図る 

・住民主体で良好な住環境の形成を図る 

・事業が見込めない地区では，計画の見直し

と，土地区画整理によらないまちづくりを

検討する 

８）環 境 

・良好な自然環境・生活環境を保全する 

・地球環境保全に向けた対策を促進する 

 

 



第４章 まちづくりの基本的な方針 

 

この章では，本計画においてまちづくりをどのように進めるのかを明らかにするため，

｢まちづくりの基本的な方針｣を定めます。 

 

１．基本的な方針の考え方 

 

前章までにおいて，本市の現状や市民の意見，施策との整合などから，これまでのま

ちづくりの方向性は基本的に変わりがないことを確認しました。 

これを踏まえ，「まちづくりの基本理念」と，私たちがめざす将来像としての｢まちづ

くりの目標｣及びその実現のための｢まちづくりの基本方針｣を定めます。 

また，都市の骨格などに関する根本的な考え方については｢将来都市構造｣において定

めます。 

さらに，具体的なまちづくりの進め方については｢都市整備の方針｣において定めるこ

ととします。 

  

 

まちづくりの基本的な方針 

■都市整備の方針 

まちづくりの基本理念 

 
■将来都市構造 
 

■まちづくりの目標 

■まちづくりの基本方針 
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２．本計画における，まちづくりの基本理念 

１） まちづくりの基本理念 

「まちづくりの基本理念」は，「まちづくりの目標」や「まちづくりの基本方針」の

趣旨を表現したものとして次のように定めます。これは，これまで培ってきた盛岡ら

しい文化を守り，育み，開花させることをねらいとしています。そのためには，本市

の財産である自然や歴史を次代に継承していくことが大切になると考えます。その上

で都市の賑わいや活力を高めていくまちづくり，人や環境にやさしいまちづくりなど

を市民協働により行なっていきます。 

 
まちづくりの基本理念 

心を育む，歴史と風格のあるまち盛岡の形成 

～市民協働によるまちづくり～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 標 

豊か

歴史

賑わ

都市

花と

安全

都市

個性ある都市の芸術文化が 
薫るまち 

賑わいと活力があるまち 
 

人と環境にやさしい 
機能的なまち 

山並みと河川に育まれ， 
歴史が息づくまち 

また，まちづくりの基本理念を広く市民の

レーズを次のように定めました。 

 

みどり，にぎわい
－私のまち盛岡を 

 

「みどり」は周辺の山々や白鳥の飛来，鮭の

は県都としての活力を，「なつかしさ」はいつ

「私のまち盛岡をみがこう！」に一人ひとりが

を込めています。 
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■まちづくりの基本方針
■まちづくりの目
市
民
協
働
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り 

な自然を守り伝えるまちづくり 

と風土を活かした盛岡らしいまちづくり 

いと活力ある市街地づくり 

活動を支えるやさしい交通体系づくり 

緑に囲まれた潤いのあるまちづくり 

・安心なまちづくり 

の芸術文化が薫る美しい景観づくり 

方々に知っていただくため，キャッチフ

，なつかしさ
みがこう！－ 

遡上する河川などの自然を，「にぎわい」

の時代にも記憶の残るまちを表し，そして

手を取り合ってまちづくりを進める気持ち



２） まちづくりの目標 

本計画は，私たちがめざすまちづくりの将来像を「まちづくりの目標」として，以下

の４つを定めます。 

 

 目標１ ： 山並みと河川に育まれ，歴史が息づくまち 

 市街地を貫流し，本市の代表的な河川である北上川・雫石川・中津川は，そこに生

息する草木や小鳥，飛来してくる白鳥，遡上してくる鮭等と相まって，河川越しに望

まれる岩手山や姫神山などの山並みと融合し，盛岡の自然を感じさせてくれます。 

 一方，城下町として形成された市街地には，歴史ある建物やまちなみ，川岸の石垣

や町名などに往時の風情が残されています。また，市の東部及び西部に広がる丘陵地

や山林は，自然とのふれあいが楽しめ，私たち市民の憩いの場ともなります。 

このように先人たちが大切にしてきた盛岡の魅力を，まちづくりの中に活かします。 

 

 目標２ ： 賑わいと活力があるまち 

盛岡は，城下町として形成されて以来，盛岡藩の政治，経済の中心として発展して

きました。また現在では，県都として行政・経済の中心であるとともに，新幹線や広

域的な道路網の整備により交通の結節点として盛岡広域都市圏や岩手県はもとより，

北東北の広域的交流拠点となっています。これからも，この機能を充実しつつ多様な

活動と交流の場，情報発信の場として，賑わいと活力のあるまちづくりを進めていき

ます。 

 

 目標３ ： 個性ある都市の芸術文化が薫るまち 

市内には歴史的な建物やまちなみが残され，これらとの調和を考えた新しい建物，

彫刻や歌碑等は，まちを歩く人に芸術や文化を感じさせるものであり，美しい景観と

相まって盛岡らしさをかたちづくってきました。 

さらに，都市の芸術文化を守り育てる取り組みとともに，それを担う多くの人材を

生み出してきました。 

これらからも，地域ごとの個性を活かした美しい景観づくりやコミュニティの活性

化などをとおして，日常の暮らしのなかでまちなかの芸術文化を感じることができ，

私たちがそれを誇りに思うような盛岡らしい素敵なまちをつくります。 

 

 目標４ ： 人と環境にやさしい機能的なまち 

現代に生きる私たちには，現在の環境を良好な状態に維持し，次の世代へ引き継ぐ

責任があります。 

そのためには，資源の節約や循環利用の促進，再生可能なエネルギーの導入など，

環境負荷の少ないまちづくりを進めます。 

さらに，コンパクトで機能的なまちづくりや，高齢者や障がい者など誰もが安心し

て暮らすことのできるまちづくりを進め，安心・安全で持続可能な都市の形成を図り

ます。 
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３） まちづくりの基本方針 

  「まちづくりの目標」を実現するための考え方を，「まちづくりの基本方針」として，

以下の７つを定めるとともに，基本方針の実現のため市民協働のまちづくりを行なっ

ていくこととします。 

 

 基本方針１ ： 豊かな自然を守り伝えるまちづくり 

東部及び西部の丘陵地や山林は豊かな自然環境を有しており，農林業の場であると

ともに，私たちの生活を支える水源地域であることから，今後とも良好な環境を保全

します。また，市街地周辺に広がる農地や山林は，食糧など生産の場として活用を図

り，これを守り伝えてきた地域のコミュニティの活性化や，都市との交流を図りなが

ら維持します。 

 

 基本方針２ ： 歴史と風土を活かした盛岡らしいまちづくり 

城下町としての風情を伝える建物やまちなみ，樹木や河川をまちづくりに活かすと

ともに，市街地から周辺の山並みの眺望を大切にしたまちづくりを進めます。 

また，来訪者が盛岡の歴史と風土を感じとれるような魅力的なまちづくりを進めま

す。 

 

 基本方針３ ： 賑わいと活力がある市街地づくり 

北東北の広域的交流拠点としての優位性を活かし，コンベンション機能など多様化

する新たな機能の受け皿として，交流を活発にするまちづくりを進めます。 

県都そして盛岡広域都市圏の中心としての機能集積をさらに高め，コンパクトで健

全な市街地を形成します。 

またそのためには都市の魅力と求心力を高め，産業の活性化と雇用の創出に資する

まちづくりを進めます。 

さらに，地域における人々の繋がりを大切にするよう，コミュニティに配慮したま

ちづくりを進め，賑わいと活力ある市街地をつくります。 

 

 基本方針４ ： 都市の芸術文化が薫る美しい景観づくり 

多くの先人たちによって創造されてきた芸術文化をまちづくりに活かしながら，次

世代に継承する美しい景観づくりを進めます。 

 

 基本方針５ ： 都市活動を支えるやさしい交通体系づくり 

都市活動を支える交通は，目的や場所，時間などに応じて適切な交通手段で移動で

きるよう，広域的な交通網を確保しながら，市街地を中心に公共交通を利用しやすく

するとともに，歩行者や自転車が安全で快適に移動できる交通環境を確保し，自動車

に過度に依存しない「ひと・まち・環境にやさしい」交通体系をつくります。 
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 基本方針６ ： 花と緑に囲まれた潤いのあるまちづくり 

市街地の周辺の丘陵地や農地，公園や河川は，都市空間に四季の自然や潤いを与え

てくれることから，身近に花や緑を感じられる場として大切にするとともに，これら

をまちづくりの中で活かすため，水と緑のネットワークを形成します。 

 

 基本方針７ ： 安全・安心なまちづくり 

地球環境にやさしく，地震などの災害に強い安全なまちづくりを進めるとともに，

誰もが安心して快適に暮らせるよう防犯やユニバーサルデザインに配慮したまちづく

りを進めます。 
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３．将来都市構造 

  
「まちづくりの目標」や「まちづくりの基本方針」のもと，本市の都市計画を具体的に

進めるうえで，土地利用や交通，また本市の特色である河川や山並みなどとの調和をどの

ように考えていくかは，目標や基本方針の実現に大きく関わります。 
また，これらの考え方は時代を越えて引き継がれていくことから，都市の将来の姿を見

とおした考え方をしっかりと持つ必要があります。 
 このため，目標や基本方針を踏まえ，将来にわたる土地利用や交通，水と緑などの考え

方を，「将来都市構造」として位置づけます。 
また本市は，歴史的に，また都市機能的に周辺の町村との結びつきが強く，一体の都市

を形成していることから，将来都市構造は周辺町村も考慮することとします。 
 

１） 将来都市構造の基本的な考え方 

  
都市構造を考えるにあたり，まちづくりの目標やまちづくりの基本方針，市民からの

意見などを踏まえ，基本となる考え方を次のように定めます。 
 

（１）市街地と自然環境が調和する都市構造 

・本市における市街地形成は，都市の成長に伴う開発圧力が東西の丘陵地や山林に及ば

ないよう土地利用を誘導し，市街地と周辺の自然環境が調和する都市構造を築いてき

ました。 
・玉山区では，鉄道の駅周辺と幹線道路沿いに市街地が形成されており，都心を中心と

する市街地と従来から相互に関連しながらそれぞれ役割を果たしてきており，合併に

よりその結びつきが一層強いものとなりました。     
・丘陵地や山林については，自然環境の保全を優先する区域と，自然環境と土地利用の

調和を図る区域を設定することとします。 
 

（２）コンパクトな都市構造 

・本市の中心市街地は他の都市と比べ人口密度も比較的高く，市街地も小さく形成され

商業施設などが集積している中心部へ近づきやすい構造となっています。今後も，こ

のようなコンパクトな市街地を形成し，利便性や快適性を高めていきます。 
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（３） 土地利用と交通を

・土地利用は，交通に

土地利用によって発

あります。このため

保が図られるような

・主要な市街地の特性

より強化し，公共交

す。 
   
 

 

 
 

 

都市構造の基本パターン
 

丘
陵
地
・
山
林 

市街地

優良な農地 

文化の交流 

市街地
鉄道や道路，文化の交流

などにより，２つの市街地が

有機的につながってきた歴

史を有します。 
鉄道や道路

 
都心

一体と考えた都市構造 

よって使われ方や拡大の向きが変わってきます。また，交通は，

生する量や質などが変わってくるなど，お互いに密接な関連が

，土地利用と交通を一体的に考え，適切な土地利用と交通の確

都市構造とします。 
に応じて，現中心市街地との結びつきを公共交通の軸の充実に

通軸を中心としたコンパクトな市街地の維持・形成を目指しま
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２） 将来都市構造 

  

都市構造を考えるにあたり，段階的に次の３つに分けて考え，それぞれの考え方を一

体として将来都市構造とします。 
 

（１）土地利用の主な配置と方向性 

本市の地形的な特色を考慮しながら土地利用を大枠に区分し，その方向性を

示します。 
 

（２）市街地の形成 

 商業，業務，住居等の都市機能が集まる市街地形成の考え方を示します。 
 

（３）都市のネットワーク 

市街地形成の基本となる鉄道や道路の交通施設の考え方を都市交流のネット

ワークとして示します。また，河川やそれぞれの地域にある緑が一体となって

いる本市の特色を表すよう，水と緑のネットワークとして示します。 
 

  
本市における将来都市構造の組み立て  

（１）土地利用の主な配置と方向性
・盛岡の地形的特性 
・地形的特性を考慮した土地利用の大枠 

（３）都市のネットワーク
・都市交流のネットワーク 
・水と緑のネットワーク 

（２）市街地の形成
・市街地形成の考え方 
・都心部における都市機能の役割 

将来都市構造 
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（１） 土地利用の主な配置と方向性 

  
本市の土地利用は，山林，農地，市街地に大きく区分することができます。 
山林については，私たちとの関わりから次のように区分します。 

 水源や貴重な自然を有する地域を「自然保全ゾーン」とし，適切な管理のもと，今後

も山林として自然環境の維持・保全を図ります。 
 市街地に近い丘陵地や山林は，「都市環境調和ゾーン」とし，山林を基本としながら，

自然環境と市民生活との関わりをバランスよく保つよう，公園やレクリエーション施設

など，市民が緑を享受できる公共公益的な土地利用を図ります。 
 市街地周辺に広がる農地は「田園・樹園ゾーン」として農業の活動を基本とするとと

もに，市街地周辺から丘陵地に広がる緑のゾーンとして都市的土地利用と自然的土地利

用の調和を図ります。 土地利用のゾーン 

  市街地は「市街地ゾーン」と

して平野部に配置し，効率的で

機能的な土地利用を基本に良好

な市街地の維持と充実を図りま

す。 
さらに，本市の商業，業務等

の機能を集約した中心市街地を

「都心ゾーン」とし，都市機能

の集積と充実を図ります。 
 これらのゾーンの大まかな配

置は，図のようになります。 
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（２） 市街地の形成 

 
本市の市街地については，人口減少や少子高齢化，経済財政の状況，環境への配慮

など情勢の変化の中で，より効率的で機能的な市街地形成が求められています。 
また市街地と東西の丘陵地などの自然環境が調和する，本市の都市構造を維持する

ために，市街地の形成については次のように定めます。 
 
① 市街地形成の状況  
・本市の市街地の形成は，幹線道路に沿った拡大が行われてきました。また地形的な特

性から，特に南の方向との交通の結びつきが強く，南北方向に市街地が連続している

のが特徴です。 
・本市は，市街地が拡大しようとする力を南の平野部に誘導するため，中心市街地から

盛岡駅西口地区と盛岡南地区において，はしご状の道路網を整備してきました。 
この整備により，各地区において環状的な道路利用も行なわれ，交通の利便性が高く

連続した市街地がコンパクトに形成されました。 
・市街地の中心となる都心ゾーンにおいては，｢盛岡らしさ｣と｢賑わいと活力あるまち

づくり」を行いながら活性化を図り，新たな都市機能については盛岡駅西口地区や盛

岡南地区への集積を図っています。 
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② 市街地形成の考え方 

・都心ゾーンは，本市や本市と一体的に都市を形成している矢巾町や滝沢村，県全体

を含めた地域の中心としての都市機能の集積を図る地区とし，商業･業務系を中心

とした土地利用を図ります。 
・都心ゾーンの周辺部は，居住を主体としながらも，商業業務の機能なども併せ持っ

た土地利用とします。 
・その周辺は，居住を主とした土地利用とし，特に東側の地区は丘陵地にも近接して

いることから，これらとの調和を図るため，主に低層の住宅を主体とした土地利用

とします。 
・玉山区は，北部の拠点として駅周辺の都市基盤整備を行い，主に低層の住宅を主体

とした土地利用とします。 
・工業地は，農業や自然環境との調和を図りながら，主に北上川の上流部と下流部，

西側の丘陵地に接する平坦地や高速道路のインターチェンジ周辺等に配置します。 
・また流通業務地は，高速道路と国道等幹線道路の結節点の周辺地区に配置します。 

 

  市街地と土地利用の配置パターン 
 

 

丘
陵
地
・

 
 

地

地

工業地

鉄道や道路

工業地

流
通
業
務
地
・
工
業
地
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住居
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住居専用
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林 
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（３） 都市のネットワーク 

 

① 都市交流のネットワーク 

北東北の広域的交流拠点，県都や盛岡広域都市圏の中心として盛岡の都市交流を支

えるためには，多様な交通手段の特性を活かした複合的で機能的な交通ネットワーク

を形成することが必要です。 
 
・本市と県内外の都市や地域とを結

ぶネットワークは，経済や観光面

での交流のほか，県沿岸地域にお

ける救急医療などを支える側面も

持っています。このことから，高

速交通網との円滑な接続を確保す

るとともに，主要国道における所

要時間の短縮や災害に強い道路な

どの充実を図る必要があります。 
・滝沢村や矢巾町など隣接町村から

本市への通勤通学，通院，買い物

などの交流が円滑になされるよう，

本市を起点とする鉄道網を有効に

活用するとともに，自動車交通に

対しては主要な国県道を利用した

複合的なネットワークを形成しま

す。 
・青山地区など周辺市街地と中心部

を結ぶネットワークは，通勤通学

交通の円滑化や既成市街地の集約

性を維持するため，公共交通軸の

明確化とその充実を図り，バスや

鉄道を中心としたネットワークを

構築します。また，玉山区におい

ては，鉄道を公共交通の軸としな

がら道路との有機的な結びつきが図られるよ

・中心市街地では，買い物や観光などを中心と

めて活性化に資するよう，歩行者及び自転車

するとともに，バス路線とも結びつけながら

車交通に対しては，中心市街地の経済活動に

通については抑制し，各地域からのアクセス

めるネットワークを形成します。 
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 都市交流のネットワーク 

うなネットワークを形成します。 
した様々な交流に対して，回遊性を高

が安全・快適に移動できる空間を確保

ネットワークを形成します。また自動

配慮しながら，単に通過するだけの交

交通を二つの環状道路で段階的に受止



・都市の交流を支えるネットワークについては，自家用車利用を抑制し，公共交通や

自転車の利用促進を図ることとし，中心市街地では徒歩や自転車を主体としつつ，郊

外部では自家用車利用とのバランスを図るなど，地域特性に応じたネットワークを形

成することとします。 
 
 

松園･ 

黒石野地区 
青山地区 

盛南地区 
都南地区 

現中心市街地 

良好な住環境を活かした

高齢者にも暮らしやすい

地域の実現 

玉山区

人口を維持し既成市

街地としての集約性

を保つ 

東西に離れ集約性の異な

る各地域の特性に応じた

市街地としての充実 

市街地の整備状況に対応

した円滑な土地利用促進

回遊性及びアクセス性の向上に

よる，活性化及びの求心力の向上

玉山区の中心機能を

担ってきた地域を核

とした地区の集約性 

の向上 

バスを中心とした公共交通軸の

充実により，誰もが移動しやすい

交通環境を形成し，公共交通軸を

中心とした集約性の向上を図る 
バスと鉄道による公共

交通軸の充実により移

動利便性を高め，地区

の集約性を維持する 

地区の中心である鉄道駅への

アクセス環境を改善し，鉄道利

用促進と集約性の向上を図る 

地区の整備に合わせた

計画的なバス路線整備

による，移動利便性の向

上と公共交通利用促進 公共交通の整備状況や各地域の

集約状況に応じた，鉄道及びバ

スによる公共交通軸の充実によ

り，地区の集約性の向上を図る

自転車及び歩行者が移動しやす

い環境の整備と各地区との公共

交通軸の充実により，アクセス

性及び回遊性の向上を図る 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  自転車･歩行者の回遊性 

バス中心

公共交通軸 

バス及び鉄道 鉄道中心 
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② 水と緑のネットワーク 

本計画では，東西の丘陵地や山

林，市域を流れる河川，市街地周

辺に広がる田園や樹園，また市内

各所の緑や公園等によって構成さ

れる，水と緑によるゆとりと潤い

のある空間として「水と緑のネッ

トワーク」の形成を図ります。 

 水と緑のネットワーク 

 
・市街地に接する東西の丘陵地や山

林は，本市の個性的な自然景観を形

成する大切な要素であり，自然との

ふれあいの場となっていることか

ら，今後とも維持保全を図ります。 
・市街地を囲む田園や樹園，北部に

立地する農林業の試験研究機関は，

市街地周辺における緑の空間とし

て保全と活用を図ります。 
・山林を源として流れる河川は，私

たちに潤いを与えるとともに，水辺

のレクリエーションの場となって

いることから，今後とも保全と活用

を図ります。 
・中央公園などの大規模な公園，近

隣公園及び街区公園と，東西の丘陵

地や山林，田園・樹園とが相互に連

携し，都市全体において水と緑があ

ふれ，ゆとりと潤いのあるまちづく

りを図ることとします。 
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（４） 将来都市構造 

 
これまでに述べた将来の都市構造を総合すると，以下のとおりとなります。 

 

    本市の将来都市構造図 
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４．都市整備の方針 

 

都市整備の方針は，まちづくりの基本方針を受け，まちづくりの目標を達成するため

に必要な都市整備の取り組みを示したものです。 

まちづくりの目標を達成するためには，まちづくりの基本方針ごとに，土地利用，交

通体系，都市施設，都市景観，自然環境などの各分野における一致協力した取り組みが必

要です。 

 

■方針１ ： 豊かな自然を守り伝えるために■ 

 

（１）これからも周囲の山々や丘陵地の自然環境を保全します。 

・貴重な資源である豊かな自然環境を次世代に継承し，また水道の水源地域の環

境を保全するために，山林や丘陵地等保全を図る地区には原則として住宅地

等の市街地の拡大が行われないよう規制を図ることとします。 

 

（２）市街地に近接する緑地を都市との交流の中で活用します。 

・玉山地区や西部地区などにおいては，山林や農地など景観や地形的な特徴の

ほかに，市街地にない暮らし振りなどの魅力を有しています。このような資

源を活用して，市民やＮＰＯ，企業などとの連携により，グリーン・ツーリ

ズムなど近接する都市との交流を進め，市民の多様な余暇活動を生み出す場

として活用します。 

・コミュニティの保全や地域の活性化のため，自然にふれあうような新たな居

住スタイルに対応した宅地の確保など定住化の支援を図ります。 

・下太田，下飯岡などの市街地に近接する既存の集落においては，農業との調

整を図りながら地区計画などの手法による計画的な生活基盤整備を図ります。 

 

（３）山林や農地の保全，既存集落の活性化を図ります。 

・玉山地区や東部地区などの中山間地域においては，今後も山林や農地を保全

するため，農林業の施策を基本とする土地利用の調整と生活環境の整備など

を図ります。 

・既存のコミュニティの保全や地域の活性化の観点から，グリーン・ツーリズム

による都市との交流や，地場産材と特産品の利用拡大など，農林業の施策とと

もに地域活性化を図ります。 
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■方針２ ： 歴史と風土を活かした盛岡らしいまちをつくるために■ 

 

（１）市街地からみた山並みの眺望を確保します。 

・本市は，市街地の周囲に山並みや丘陵地があり，それを源に河川が流れている

「蔵風得水」の地とされています。市街地から見る自然の景観は，盛岡固有の

ものであり独特の風情を醸し出しています。そのため，市街地からみた山並み

の眺望を確保するよう今後も建物の高さや立地について適切な誘導を図り，山

並みの眺望と調和が図れるまちづくりを行います。 

・特にも，橋を通した眺めや盛岡城跡公園（岩手公園）など，本市の特色となっ

ている場所からの眺めを大切にします。 

 

＊蔵風
ぞうふう

得
とく

水
すい

 
北に山を負い、東西に丘陵をもち、南に平地

流水を臨む地形をいう。 
（樋口忠彦『景観の構造』(技報堂出版㈱)）

 

 

 

 

 

 

（２）歴史的景観と調和したまちなみを誘導します。 

・本市の歴史と文化を守るため，旧市街地に残る城下町の風情を感じるまちな

みや歴史的建造物の周辺においては，歴史的景観に調和したまちづくりが必

要です。そのため，個々の建物の形態や意匠などについて，周囲の景観に調

和するよう適切な誘導と規制を図り，地域の個性を活かした魅力的なまちづ

くりを進めます。 

 

（３）河川空間の魅力を向上させるとともに，河川と調和した建築物の誘導を図ります。 

・本市では市街地を河川が流れ，まちなみに潤いと季節感を添えるなど重要な

景観要素となっています。このような恵まれた環境をまちづくりに活かすた

め，建物など都市景観の形成や，市民が気軽に河川と親しめるような親水空

間や，回遊しながら散歩などを楽しめるような空間の整備を図ります。 

・市街地の橋から見た周囲の丘陵地や山並みの自然景観は，市民の誇りでもあ

り，そのため，河川敷からの景観とともに市街地における橋も重要な視点場

と捉え，周囲の景観を損なわないよう河川沿いの建築物については，盛岡市

景観計画に基づいて適切に誘導します。 

・北上川や中津川が流れる市街地の中心部においては，川の魅力を活かした空

間整備による潤いのあるまちづくりを進めます。 
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■方針３ ： 賑わいと活力がある市街地をつくるために■ 

 

（１）都市圏の市街地の低密な拡大を抑制し，コンパクトな市街地を形成します。 

・秩序ある土地利用を図るため，盛岡広域都市圏での市街地の低密な拡大（拡散）

が行われないよう，市街地の拡大の抑制と既存市街地の優先的な土地利用によ

り，コンパクトな市街地の形成を図ります。 

・都市構造に大きな影響を与える大規模集客施設については，計画的な立地制限

を行うことにより，市街地の健全な土地利用のバランスを図ります。 

 

（２）住環境やコミュニティに配慮した市街地の形成を図ります。 

・既存の市街地において住環境の改善が求められる地区においては，地区計画制

度の導入や民間開発への適切な指導により，道路整備や適切な土地利用の誘導

などを図るほか，暮らしを支える日常サービス機能の充実が図られるよう，良

好な市街地の形成を推進します。 

・既存の住宅地においては，コミュニティに配慮した土地利用や道路・公園等の

都市施設の整備や維持管理により，住み良い住環境の形成を図ります。 

・郊外の住宅地では，良好なコミュニティを維持するとともに，ゾーンバスなど

の整備により都心地区とのアクセス性の向上を図ります。 

・市街地に残るまとまった規模の農地については，地区計画制度の導入により計

画的な道路等の生活基盤の整備を促し，良好な居住環境を有する宅地整備を誘

導します。また，市街地に散在する農地や耕作されていない農地については，

家庭菜園等への活用を通じて緩やかに宅地化をめざすほか，市民の交流などに

よる地域の活性化の方策を検討します。 

 

（３）既存の市街地の活性化を図り，効率的な土地利用にします。 

・中心市街地においては，道路や鉄道，バス交通など既に整備されている社会基

盤を有効に活用して都心機能を高め，効率的な土地利用を図ります。 

・都心周辺部の大慈寺地区においては，地域の特徴である歴史的まちなみを活用

したまちづくりを行い地域の魅力を高めるとともに，観光などの新たな産業と

交流の創出による地域の活性化を図ります。 

・松園ニュータウンなどの郊外の大規模住宅団地では，ライフスタイルの変化に

合わせた住み替えや，複数区画の利用や二地域での居住など，定住の維持と空

地や空家の抑制による地域の活性化の方策について検討を行います。 

・都南地区や玉山地区の土地区画整理事業が予定された地区においては，計画の

見直しを図るとともに，地区計画制度や既存施設の活用などによるまちづくり

について検討します。 
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（４）都市に必要な機能の確保と効率性を高めます。 

・中心市街地と盛岡駅西口地区，盛岡南新都市地区はそれぞれの地域特性を活か

した機能分担を行い，連続的に都心を形成すると共に都市機能の集積を図りま

す。また，北東北の交流拠点としての優位性を活かして，盛岡都市圏はもとよ

り岩手県の中心としての機能を強化します。 

・市全体として商業のバランスが図られた発展が行われるよう，商業施策と合わ

せた適切な商業地の土地利用を図ります。また，工業系及び住居系の土地利用

を図っていく地域においては，大規模集客施設の立地を制限します。 

・新たな工業地や流通業務地は，高速道路のインターチェンジ周辺や盛岡南新都

市地区，盛岡工業団地周辺等に用地を確保し，土地利用を誘導します。 

・産業の振興と雇用創出のため産官学連携による新産業創出と研究開発型産業の

企業誘致政策を推進し，盛岡南新都市地区のゆとりある市街地に研究開発型企

業の誘致を図ります。また盛岡工業団地等を高度技術集積型産業の導入拠点に

位置づけます。 

 

（５）中心市街地の魅力を高めます。 

・中心市街地は都市形成の核として，市街地の活性化の支援や市街地再開発事業，

観光機能を有する施設の整備を通じ，今後も都心機能の維持発展を図ります。

また，盛岡城跡公園（岩手公園）の周辺地区では，歴史文化施設の建設，街路

や河川の整備などを通じ，風格と賑わいのある魅力的な都心の形成による，求

心力のあるまちづくりを進めます。 

・｢市街地からみた山並みの眺望確保｣，｢歴史的景観と調和したまちなみの誘導｣

や｢河川空間の魅力確保｣等によりまちなかでの観光の魅力を高め，交流人口の

増加を図ります。 

・眺望確保や魅力あるまちなみの誘導に配慮しながら，中心市街地周辺における

住居系建築物の立地等により，中心市街地を支えるまちなかの定住人口を確保

します。 

・公共交通によるアクセス性が高く，バスや自転車，徒歩の利用が快適であり，

高齢者などにも優しい中心市街地を形成します。  
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■方針４ ： 都市の芸術文化が薫る美しい景観をつくるために■ 

 

（１）それぞれの地域の個性を大切にした景観の形成を図ります。 

・中心市街地においては，まちの魅力を高めるため，盛岡市景観計画のもとで，

山並みの眺望や河川景観，歴史的景観，街路景観など，各地域の特性と調和さ

せながら，歩行者に快適で賑わいと活性化に寄与する景観を形成します。 
・住宅地等の既存の市街地においては，それぞれの持つ地域の個性を活かすなど，

快適な住環境の保全と良好な景観の形成の調和による魅力あるまちなみづくり

を推進します。さらに重点的に景観形成を図るべき地区では，市民との協働に

より地域の特徴を最大限に活かし，また良好な景観を守り，創り，育てること

により地域の魅力を高め，活力あるまちづくりを推進します。 

・石川啄木や宮沢賢治などの先人の業績や，地域の伝統文化を大切にした魅力あ

るまちづくりを推進します。 

 

（２）新たな市街地にも魅力あるまちなみをつくります。 

・盛岡南新都市地区や盛岡駅西口地区では，盛岡らしい新たなまちなみを形成し

ていくため，開発コンセプトに合わせ魅力的なまちなみを創出します。 

 

 

■方針５ ： 都市活動を支えるやさしい交通体系をつくるために■ 

 

（１）都市間の交流や，人や物の移動を支える交通網の整備を図ります。 

・北東北の広域的交流拠点としての優位性を最大限に活かすため，県内外の都市

や地域との交流が円滑に図られるよう，高速道路や主要駅へアクセスする幹線

道路や交通結節点などの整備改善，広域的な幹線道路の整備促進を図ります。 
 

（２）環境への影響を考え，通勤・通学や買い物などの交通は，公共交通や自転車を利用

しやすくします。 

・環境への負荷を低減し，朝夕の通勤・通学交通を中心に自家用車から公共交通

や自転車への転換を促進するため，ソフト施策と併せて公共交通や自転車の利

用環境を整備します。 
・中心市街地と主要な各地域を結ぶ公共交通軸の充実・強化のため，バス優先の

走行環境整備やバスと鉄道の結節強化を図るなど，交通網の整備を図ります。 
・本市では，自転車を誰でも気軽に利用できる交通手段として位置付け，利用促

進を図ることとしており，自転車通行帯等のネットワーク化や駐輪場の確保に

努めます。 
・中心市街地では，歩いて楽しんだり，時間を過ごしたりすることができるよう，

歩行者や自転車が安全・快適に移動するための空間を確保します。  
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(３)より効果的・効率的な道路整備を進めていきます。 

・市街地においては，公共交通の利便性向上や中心市街地の活性化を支える視点で，

効果的かつ効率的な道路整備の促進を図ります。 
・自転車の走行空間を新たに整備する道路に確保するとともに，既存の道路空間を

活用し確保できるよう工夫を図りながら，自転車走行空間のネットワーク化を

推進します。 
 

 

■方針６ ： 花と緑に囲まれた潤いのあるまちをつくるために■ 

 

（１）市街地に近接した緑を守ります。 

・身近に緑とふれあうことのできる潤いのある生活が送られるよう，市街地に近接

する緑を守ります。 

・遊休農地の菜園への利用や，グリーン・ツーリズムなどの地域間の交流を通じ，

市街地周辺の農地の保全を図ります。 

 

（２）市街地の中において，身近な緑を増やします。 

・魅力ある公園を整備するために，地域のニーズに合わせてグラウンドワーク手法

など市民協働による公園整備を図ります。既に整備された公園についても，市

民等との協働のもとで魅力ある公園づくりを進めます。 

・新たに整備する主要な道路については，街路樹を整備するとともに，歩道空間の

緑化を進めるなど，まちの緑を守り育てます。 

・住宅地においては，生垣などによるまち全体の緑を増やしていくような取り組み

を進めるなど，個々の住宅における緑の創出を誘導します。 

・公園や緑地などを，緑道，歩道，自転車道，河川敷の散策路などにより結ぶネッ

トワークの整備を図ります。 

・市街地と里山などを結び自然に親しめるよう，今後も自然散策路などの整備を図

ります。 

・日常的なレクリエーションの場や災害時の避難場所として，また自然や歴史的環

境の保全と活用を図るため，計画的に公園や緑地を確保します。 

 

（３）清流を守り，より親しみやすい川になるよう工夫をします。 

・市街地では，貴重なオープンスペースであり，市民の憩いの空間でもある河川空

間においては，安全性を十分に踏まえた上で自然環境や生態系に配慮し，市民

が水辺に親しめる空間を創出します。 

・地域の水路など水辺空間の整備を進め，また維持管理においては市民等との協働

に取り組みます。 
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・現在の清流をいつまでも楽しむことができるよう，下水道や農業集落排水などの

施設の整備・改善と適切な維持管理を進めるとともに，中山間地域などでは合併

浄化槽の普及促進を図り，公共用水域の水質を保全します。また，雨水排水施設

の整備と適切な維持管理を進め，浸水の防除に努めます。 

 

（４）四季を感じられるまちづくりを進めます。 

・並木や花は，まちに自然的な潤いを与えるとともに，市民生活に日常的・季節的

な華やかさを演出する効果もあわせ持っています。そのため，市民と協力しなが

ら，公園・緑地や河川敷，道路の植樹帯，公共・公益施設等の公共空間はもとよ

り，自宅の庭など，身近な場において花や緑に触れられるような空間の整備や植

栽を推進します。 
・ハンギングバスケットを中心とした「花と緑のガーデン都市づくり」を推進し，

道路の沿道に盛岡らしい花と緑による潤いあるまちづくりを進めます。 
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■方針７ ： 安全・安心なまちをつくるために■ 

 

（１）地震・火災・水害等に強いまちをつくります。 

・建物が密集している地区では，火災や地震等の災害が発生した場合に，被害がよ

り大きくなることが懸念されます。このため，都市機能が集積する都心部やその

周辺においては，建築物の不燃化の促進や避難場所及び延焼遮断帯となる公園及

び道路の整備を図ります。 

・住宅地において道路が狭あいな地区については，消火・避難活動等を円滑に行え

るよう，市民の協力のもと，生活道路の幅員確保及び避難路の確保等を図ります。 

・河川の氾濫などによる水害をなくすため，親水性や景観に配慮しつつ，安全性を

十分に確保する河川の整備を進めます。また，水害時の危険箇所を示す洪水ハザ

ードマップの活用により，水害に対する備えを市民と一緒に取り組みます。 

・市街地の周辺部等においては，傾斜地に宅地が造成された区域があります。大雨

や集中豪雨等により，がけ崩れや土石流，地すべり等の土砂災害が発生するおそ

れがある区域もあり，災害防止の対策を行うとともに，一定の開発行為を制限す

るなど市街化を抑制します。また，保安林など緑地の配置を行なうことで安全性

の確保を図ります。 

・宅地や建物などの安全性を高めるため，学校や公共施設などの耐震化に重点的に

取り組むとともに，一般住宅の耐震化を支援します。 

 

（２）誰もが利用しやすい施設をつくります。 

・施設の整備にあたっては，市民の誰もが利用しやすいよう，公的な建築物をはじ

め民間の建築物，道路や公園などの施設において，バリアフリーやユニバーサル

デザインに対する取り組みを進めます。 

・公園など人が集まる施設は，地域の様々な活動に利用されコミュニティ形成の場

としての役割も担っています。このため，今後もその整備にあたっては，位置や

機能に対し地域住民の意見を反映させるとともに，生活スタイルの変化やニーズ

に対応した施設とします。 

・冬季における生活環境を確保するため，道路や歩道における除雪などに努め，雪

による渋滞や交通障害が起きないよう，住民や町内会，商店街の組合や地区の事

業者などと協働しながら，安心して住み続けられるまちづくりを推進します。 

 

（３）犯罪が起らない明るく暮らせる環境をつくります。 

・道路や公園などの公共施設においては暗さや見通しの悪さを解消し，子供や高齢

者が安心して利用できる施設づくりを進めます。 

・今後も身近な公園や空き地などの管理を市民協働により行い，明るく美しい環境

づくりを図ります。 
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（４）エネルギーの効率的な利用や環境の保全に努めます。 

・都市の施設においては，例えば，盛岡駅西口地区のように，地域全体で基盤整備

に合わせ下水道から発生する熱の利用や，地下水の利用による融雪やソーラーエ

ネルギーによる標識整備などの取り組みが行われています。今後もこのように，

まちづくりに合わせ，地域全体でエネルギーを効率的に利用し省エネルギーに資

するような取り組みを進めます。 

・市民，事業者，行政の三者が協働して，廃棄物発生の抑制と適正な処理を行い，

また限りある資源の循環的利用の推進や省エネルギーへの積極的な取り組みを

行うほか，木質バイオマスや太陽光など再生可能なエネルギーの利用を促進し，

環境への負荷の低減に努め，持続可能な低炭素型都市の構築を目指し，地球環境

の保全を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第５章 市民協働によるまちづくり 

 

本計画は，市民協働をまちづくりの基本とします。具体の都市計画や様々なまちづくり

においても同様に進めるため，次の｢市民協働によるまちづくりの考え方｣と｢まちづくり

の進め方と目標｣を定めます。 

 

１．市民協働による，まちづくりの考え方 

   

市民協働のまちづくりは，次のような考え方を基本に進めます。 

 

１）行政と市民がお互いに支え合う 

まちづくりは，行政，市民という垣根をなくして進めていくことが大切ですが，

実際のまちづくりにおいてはそれぞれの立場もあります。このため，お互いの役割

を踏まえ，それぞれが支え合いながら，まちづくりを進めていくことが必要です。 

 

２）コミュニティを大切にし，連携を強めていく 

地域社会では，市民を始め，町内会等，事業者，まちづくり会社（ＴＭＯ），Ｎ

ＰＯなど，様々な主体が互いに関わりあいながらコミュニティが形成されています。 

この計画では，これらの主体が相互に連携を図り，コミュニティを育て，さらに

連携を強化しながら，市民協働のまちづくりを進めていくことが大切であると考え

ます。 

 

 

 

 市民 大学等 
市

民

町内会等

団 体 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行政
  市民協働の概念 
事業者 

NPO 
協

働

・・・
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２．まちづくりの進め方と目標 

 
■第１段階 ： 情報の共有化とまちづくりへの市民参加■ 

 

市民等が主体的に取り組むまちづくり活動においては，活動の支援に関する組織や制

度，各種の統計資料などの情報が重要です。 

また，行政においても市民等の意見や地域の状況の把握が大切です。 

特にも，市民等と行政が情報を共有しながら共通の認識を持つことが必要であり，ま

た多くの市民がまちづくりへの関心を高め，活動に参加していくことも大切です。 

 

（１）情報の共有と共通認識 

本計画の策定や地域別構想の充実化においては，情報紙｢Anonassu｣やホームペー

ジ，市の広報などを通じてまちづくりに関する情報を発信し，市民から多くの意見

をいただいており，これからも意見収集や，まちづくりの情報発信に努めます。 

さらに，人口や年齢構成，商工業など地域の状況を客観的に捉えるため，国勢調

査などの統計資料は重要であり，今日では自治体のホームページ等で随時閲覧する

ことができるようになってきています。このような中，本市においてはこれら客観

的な統計情報を活かしながら，まちづくり活動を支援します。 

 

（２）まちづくりへの市民参加 

本計画の策定の段階においては，まちづくりセミナーや説明会等を開催しており，

また地域別構想の策定や充実においては地域別のワークショップを開催し，多数の

市民の参加をいただいています。 

さらに中学校や高等学校への「まちづくり出前講座」では，本市の都市計画や都

市計画マスタープランをテーマに，都市のあり方などを学ぶ機会を設けています。 

そのような中，地域のまちづくりのあり方を自ら考える複数の団体が設立され，

地域ならではのまちづくり活動に取り組んでいます。 

住みよい地域づくりをめざし，市民等と行政が共にまちづくりを考える機会を設

けるとともに，より多くの市民等の参加を促すこととします。 

 

■第２段階 ： まちづくりの体制と協働のルールづくり■ 

 

まちづくり活動の持続性を図るために，市民等と協働の体制づくりを進めます。 

 

（１）まちづくりの体制づくり 

・ 市民活動のネットワークの形成を促進します。 

・ ＮＰＯなどの参画を促し，活動に適した体制づくりをめざします。 
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（２）協働の場づくり 

・ 恒常的な意見交換の場＝プラットフォームの設置をめざします。 

・ 情報技術（ＩＴ）を活用して，わかりやすく参加しやすい環境づくりをめざし

ます。 

 

（３）まちづくり支援制度の普及と情報提供 

・ 専門家派遣制度の普及を図ります。 

・ まちづくり補助制度に関する情報を収集し，提供に努めます。 

 

（４）市民協働のルールづくり 

市民等と行政が協働してまちづくりに取り組むためには，それぞれの役割と責任

を明確にし，市民等と行政が支え合う市民協働のルールづくりが必要です。 

 

（ア）参加のルールづくり 

・ 参加の公平性やプロセスの透明性を高めます。 

・ 市民等と行政それぞれの役割と責任がわかるようにします。 

（イ）合意形成のルールづくり 

・ 一人一人が持つまちづくりに対する考え方の違いを認め合い，意見調整が図ら

れるような環境づくりをめざします。 

・ 本計画でも実践したグループで話し合いながら意見をまとめていくワークシ

ョップ等の活用を図りながら，多数決のみに頼らない納得による合意形成＝盛

岡ルールの確立をめざします。 

・ また，これらの実践や啓蒙にはコーディネートできる『人』が必要であり，市

民等と協働でこのような『人』の育成をめざします。 

 

 

■第３段階 ： まちづくりの目標設定と検証，さらなる改善へ■ 

 

本計画では，市民協働を基本として，第１段階の情報の共有化と市民参加，第２段階

の体制と協働のルールづくりを経ながら，第３段階に目標設定と活動の検証，改善によ

る向上を図ることを位置付けることとします。 

  

・ 市民，事業者，ＮＰＯや行政など多様な分野による協働により，地域の状況に

沿った具体的なまちづくりの目標を設け，活動を実践します。 

・ 設けた目標については，達成度や活動状況を点検するなど検証します。 

・ 検証した結果を，その後の活動にフィードバックして，より良いまちづくり活

動の実践をめざします。 
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第１段階 ： 情報の共有化とまちづくりへの市民参加 

 
・市民等と行政が情報を共有し，共通の認識をつくる。 
・市民の関心を高めるとともに，活動に参加するように促す。 

 
 
 

第２段階 ： まちづくりの体制と協働のルールづくり 

 
・まちづくりの体制をつくる。 

・協働の場をつくる。 

・まちづくり支援制度の普及や情報提供に努める。 

・市民協働のルールをつくる。（盛岡ルール） 

 
 
 
 
 

第３段階 ： まちづくりの目標設定と検証，さらなる改善へ 

 
・協働により「まちづくりの目標」を設定する。 

・目標をめざして「まちづくり活動を実践」する。 

・目標の「達成度を検証」する。 

・検証結果を活動に反映し「改善」する。（反復） 

 
 
 
 
 
 
  
市民協働のまちづくりの推進

 
 

 

３．まちづくり活動の実践 

 

「自分たちの住む地域は自分たちの手で」といった，市民が主体となったまちづくり

活動が複数の町内会等において行なわれるようになってきました。 

市民が自から住みよい環境を目指し，まちづくりアンケートの実施や現地調査，勉強

会や情報紙の発行，通学路などの安全点検や伝統文化の伝承に取り組むなど，まちづく

り活動を通じて，住みよい環境と地域のコミュニティの向上が図られてきています。 

本市では，市民協働によるまちづくりを進めるため，ＮＰＯや関係機関と連携しなが

ら，専門家（アドバイザー）を派遣するなど，市民による自主的なまちづくりを支援し

ています。 
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実践の紹介 １ つなぎ町内会 

 
■つなぎ町内会の紹介 

・温泉街として長い歴史を誇るつなぎ地区は，近年の景気低迷による観光客の減少や少子高齢化

などで地区の活力が低下し，また，地域の宝である美しい景観について「施設の閉鎖や大規模

な改修による外壁の塗り替えなどにより，ある日突然まちの風景が変わってしまう」という課

題が生じてきました。 

・盛岡市都市計画マスタープラン地域別構想のまちづくりワークショップ開催を契機に，地域の

まちづくりへの関心が高まり，「地区の景観がこれ以上変わってしまう前に，一日でも早く何と

かしたい」という住民の思いで活動が始まりました。 

 

■取組の具体例紹介 

・景観ガイドライン作成の事前調査として，つなぎのイメージについてアンケート調査を実施し

ました。 

・景観からの地域づくり(景観点検)を通して，地域住民と温泉宿が一体となり，景観先進地の視

察やワークショップによる話し合い，フォーラムでの勉強会を開催しました。 

・つなぎ観光協会前の木製ラティスによる修景活動を実施しました。 

 

 

ワークショップの様子     ワークショップの様子         木製ラティス       

■活動の成果 

・アンケートやワークショップの結果から「つなぎ景観色ガイドライン」の基本となる「つなぎ

景観色カラーチャート」を住民意見の合意形成により定めました。 

・繋小学校校舎改築及び老人ホーム建築に際し，建物の色彩についてカラーチャートに基づく色

彩を選定し，地域の意見として採用されました。 

・活動が評価され，平成19年度岩手県の「元気なコミュニティ100選」に選ばれています。

 

外壁の色彩選定の様子      老人ホーム外観      外壁の色彩選定の様子      つなぎ小学校外観 
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実践の紹介 ２ 魅力ある太田つくり協議会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■魅力ある太田つくり協議会の紹介 

・優良農地が広がる太田地区は，盛南開発地区に隣接し歴史的な資産を抱える一方で，農業の後継

者不足をはじめ，地区の人口も減少しており，農業の衰退や少子高齢化の進行などの問題が発生

してきました。 

・将来の地区のあり方を検討するため，地区を構成する各町内会から３名の委員を選出し，平成

19年６月に「魅力ある太田つくり協議会」を発足し，住民主体の地域づくり活動に取組んでい

ます。 

・平成１９年度末の中間報告では，まちづくりの目標を「自然と調和し歴史と文化を育み人が集い

活力あるまち」と設定し，平成20年４月からは岩手大学農学部の三宅諭准教授のアドバイスや

ＮＰＯ，盛岡市と協働し，地区の課題解決に向けた活動に取り組んでいます。 

 

■取組の具体例紹介 

・地域のお宝探しウォーキングの実施 

・志波城まつりでのイベント開催（軽トラ市，リンゴもぎ体験，金魚すくい，綿あめ） 

・太田の地域マップ「太田の里・まるごとマップ」の作成及び志波城まつりでの配布 

 

ワークショップの様子  太田の里・まるごとマップ（表） 太田の里・まるごとマップ（裏） 志波城まつり（綿あめ） 

 

■活動の成果 

・活動を重ねるにつれ積極的な発言が見られるようになり，まちづくりへの住民の意識が向上して

きました。 

・行政主体ではなく幅広い住民の参加によるまちづくりに取組む意識が向上してきました。 

・志波城まつりで配布したマップの反響が大きく，協議会で3,000部増刷し希望者へ配布しまし

た。 

 

ワークショップの様子        太田三百年桜      志波城まつり（軽トラ市）       大松寺 
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実践の紹介 ３ 永井地区まちづくりの会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■永井地区まちづくりの会の紹介 

・豊かな田園の広がる永井地区では，近年の宅地化により人口が急増し，また入り組んだ道路が多

いなど，自治会のあり方や交通問題などが新たな課題となってきました。 

・盛岡市都市計画マスタープラン地域別構想のまちづくりワークショップ開催を契機に，地区の課

題を解決するため，上・中・下永井の３つの自治会が協力し，平成18年２月に「永井地区まち

づくりの会」を発足し，安全・安心で住み良いまちづくりに向けた活動を行っています。 

 

■これまでの活動内容 

・課題解決に向けた班活動を行い，定期的な会合により活動報告や検討などを行っています。 

・NPO団体のアドバイスなどを得て，地区の課題解決に向けた活動を実践しています。 

 

■取組の具体例紹介 

・住民アンケートの実施（平成18年８月実施 対象約2,700世帯 回収率：53％） 

・お宝・課題問題発見ウォーキングの実施 

・農業用水路の転落防止柵の改修，公共用地への放置車両の撤去指導，小学校付近での横断歩道の

移設，アドプト・プログラム（※）による農業用水路の管理活動 

・まちづくり情報紙を発行し，地区の全2,700世帯に配布 

 

発見ウオーキング  せせらぎ隊（水路管理）       まちづくり情報紙「ながい」     ワークショップの様子

 

■活動の成果 

・活動を重ねるにつれ，住民が自らすぐに取り組めるアイデアが多数出されるようになりました。

・自治会が共同で解決していこうという機運が盛り上がってきています。 

・活動が評価され，平成19年度岩手県の「元気なコミュニティ100選」に選ばれています。 

 

元気なコミュニティ100選・発表会             県政懇談会「こんにちは知事です」 

※ アドプト･プログラムはアメリカを発祥とする制度で，日本でも平成12年に広島県が道路の管

理において取り入れています。参加する個人や企業，団体が「里親」になり，引き受けた道路の

清掃作業などを定期的に行っています。希望により，活動団体の名前等を記した「表示板」を現

地に設置し，委託した自治体は活動の支援等に協力するという制度です。 
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まちづくりの方針マップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

渋民ワークショップの様子 

 

 

 

渋民駅 

鶴飼橋 姫神ホール 

渋民公園 農協石蔵 

啄木記念館 

宝徳寺 

寺堤 

生命の森 
愛宕神社 

岩手山 

姫神山 

市街地 

盛岡工業団地 

Ｉ

Ｇ

Ｒ 

国道４号 

運動公園 

川崎展望地 

図中の二点鎖線は渋民地域の中心地域を示します。 

、 
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15）好摩地域 
 

 好摩地域では，平成 18年 10月と 11月にワークショップを行い，地域別構想を 

策定しました。 

 

（１）地域の現状 

①地域データ 

ⅰ）大きな変化は見られない人口，世帯数（人口・世帯） 

好摩地域における人口は横ばいで推移していましたが，近年はやや減少する傾向

を示し，世帯数は緩やかに増加する傾向がみられます。 
 

人口・世帯数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅱ）高齢化が進んだ地域 

好摩地域の年少人口の割合は全市とほぼ同じですが，老齢人口の割合は高く，高

齢化が進んだ地域となっています。 

地域の年齢階層別構成　資料：H17国勢調査

14.2%
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好摩地域人口世帯数の推移
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ⅲ）駅を中心に広がる市街地と豊かな田園環境（土地利用） 

好摩地域の土地利用は，都市的土地利用と自然的土地利用の割合が全地域の平均

に近い状況にあります。 

都市的土地利用においては，駅を中心に市街地が広がり，また国道沿いに工場が

立地するなど，全地域に比べて住宅用地と工業用地の割合が高く，商業用地が低く

なっています。 

自然的土地利用については，山林の割合が低く，田と畑など農用地として利用さ

れている割合が高い地域であり，豊かな田園が広がるなか住宅団地との混在が見ら

れる地域です。 

 

地域の土地利用構成と全地域との比較　　資料：H18都市計画基礎調査
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ⅳ）工業集積が高い地域（産業） 

地域内の事業所数と従業者数の全市におけるシェアは１％程であり，人口と世帯

数の占める割合と概ね比例しています。 

製造品出荷額のシェアは５％程，商品販売額は１％未満となっており，人口と世

帯数の割合に比べ，特に工業集積が高い地域です。 

 

事業所数 204 事業所
従業者数 1,853 人
製造品出荷額 12,057 百万円
商品販売額 4,043 百万円
（参考　平成17年国勢調査）
人口 4,207 人
世帯数 1,493 世帯

資料：H18都市計画基礎調査
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②市民の意見 

ⅰ）地域資産（魅力・宝） 

かつての好摩ケ原に交通の結節点として発展してきた好摩の地域では，随所に見

られる古代の遺跡や歴史ある神社，神楽や奉納相撲など盛んな伝統芸能，周辺の山

並みや田園風景，郷土料理や地域特産品などが地域の宝として挙げられました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１班 

３班 

２班 

４班 

●朝の岩手山と夕の姫神山の眺め 

●郷土芸能（松内神楽，狐踊り） 

●自然災害が少なく，好摩駅が交通至便 

●安心でおいしい農畜産物 

●地域で子供を育てる人のつながり 

●霧深き好摩の原，素晴らしい自然景観 

●釜崎遺跡，巻堀・駒形神社・森崎稲荷 

●好摩駅があり通勤に便利 

●100 店舗以上の駅前商店街 

●ホルモンと土俵がある 

 

●岩手山と姫神山と北上川の自然 

●稲荷山からの眺めと啄木歌碑 

●釜崎湧水と水がおいしい土地 

●巻堀神社の神楽，奉納相撲と祭り 

●人情味豊かで，人のつながりのある地域 

●岩手山と姫神山と田園景観の調和 

●夜更森からの眺望と歌碑 

●蛍の生息するきれいな水と白鳥飛来地 

●古い歴史のある神社や文化遺産が豊富 

●交通至便で病院・介護施設が充実 

５班 ●夜更森から眺める好摩と歌碑 

●跨線橋から眺める岩手山の夕焼け 

●白鳥飛来地とホタル，珍しい気動車 

●釜崎遺跡と巻堀神社の神楽，奉納相撲 

●駅前ふれあい市とホルモン料理 

歴史と文化が息づき，災害がなく安全で便利なまち 

 

●芋田蒼前神社，巻堀神社，森崎稲荷神社 

●奉納相撲の土俵，郷土芸能（神楽，狐踊り） 

●釜崎遺跡，田圃のなかの道祖神 

歴史と文化の息づくまち 

●水も空気も美味しい，山菜やきのこ採り 

●安全で美味しい農畜産物 

●白鳥の飛来や蛍の生息 

豊かな自然 

●岩手山と姫神山の景観 

●のどかな田園風景，霧深き好摩の原 

●夜更森からの姫神山と好摩市街地の眺望 

美しい景観 

●商店街が駅に近い，駅前ふれあい市 

●歩いて 10 分以内に 100 以上の商店 

買い物が便利 
●医療と介護福祉施設の充実 

●温泉施設がある 

●子供も高齢者もみんなで守る地域 

高齢者に安心 

●自然災害が少ない 

●結いの精神が残る近所づきあい 

●交通の便が良い，好摩駅があり通勤に便利 

暮らしやすい 

安全で便利なまち 
●花輪線の珍しい気動車（鉄道マニア） 

●交通の要衝（IGR，花輪線） 

●電車の音が素敵 

地域資産としての鉄道 

●そば，黒平豆，丸黒豆，豆腐 

●ホルモン鍋 

特産品と郷土料理 

地域資産 

豊かな自然と歴史の息づくまち 
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ⅱ）地域の課題 

好摩は駅を中心として町並が形成されている文化意識の高い地域ですが，駅周辺

のインフラ整備改善と駅利用者の減少，少子高齢化とそれに対応する施策不足，商

店街の魅力減少及び購買力低下などが地域における課題として挙げられました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１班 

３班 

５班 

２班 ●駅前は駐車場が不足し道路が狭い 

●商店街の店舗が減り，賑わいも減少 

●好摩駅北側の踏切の角度が悪く危険 

●歩道や街灯の整備が不十分 

●交通弱者の交通手段がない（循環バス） 

●本屋等の専門店と専門医療機関が不足 

●好摩の魅力を知らせる観光施策不充分 

●ゴミの分別がなされていない 

●人口が減り，活気が少なくなった 

●駅が古く，IGR の運賃が高い 

●下水道など都市基盤施設が不十分 

●信号機がなく一時停止しない車がある 

●少子高齢化と新しい世帯が増えない 

●地元で働く場所がない 

●子供の遊び場と母親の集う場所がない 

 

●駅の利用者減少と利活用が不充分 

●量販店と品揃えや価格で劣る 

●眺める自然はあるが触れる自然がない 

 

４班 ●商店街を利用しない住民が多い 

●雇用の機会が少ない 

●少子高齢化の進行と人口の減少 

●子供の遊び場が少ない 

●ゴミのポイ捨てと資源回収の不徹底 

●専門医療機関が不足している 

●高齢化が進み若者が少ない 

駅周辺整備と商店街の活性化，賑やかで心ふれあうまちづくり 

 

●観光案内図と各名所への案内板の設置 

●好摩地域の魅力の発信が必要 

観光施設整備 

●歩道や街灯の整備，信号の設置 

●冬道は危なく，排雪場所の確保が必要 

●交通弱者の足確保（循環バスの運行） 

●IGR の運行本数の増加と運賃を下げる 

道路・交通 

●下水道の整備が不足 

●独居高齢者世帯の雪かき 

●ゴミの減量化と分別の徹底 

●楽しく集まれる場所が少ない 

●専門医療機関が不足している 

生活環境 

生活環境の課題 

●駅東口，駅前駐車場，駅前広場の整備 

●駐車場がないため迎えの車で混雑 

●駅が古く使いにくく，利用者も減少 

●駅にロマンを感じなくなった 

●地域が東西に分断されている 

駅周辺 

●商店が減り，夜は暗いイメージ 

●土日の人通りや若者が少ない 

●好摩以外で買い物をする住民が多い 

●駅前商店街の整備と活性化 

商店街 

駅周辺整備と商店街の活性化 

少子高齢化 

●新しい世帯が増えない，就労の場が少ない 

●少子高齢化の進行 

●宅地開発化の構想がなく宅地が増えない 

人口の減少 

●子供が安心して遊べる場所がない 

●母親の集まる場所がない 

子育て 
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地域資源・課題マップ 

 

 

 
 

 

 

 

 

好摩駅 

好摩公民館 夜更森 

森崎稲荷神社 

好摩跨線橋 

駒形神社 

商店街 

北

上

川 

土俵 

岩手山 

姫神山 

土俵 

巻堀神社 

土俵 

蛇沼 

釜崎遺跡 

 

森

崎

稲

荷 

巻堀中学校 

グラウンド 
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（２）まちづくりの方向性 

地域に誇りを持ち，安心して暮らせる住みよいまちづくりを実現するためには，駅

周辺整備とそれに連なる商店街の活性化，地域が持っている多くの地域資産等の有効

活用，住民交流を盛んにし信頼関係を高めるなど多くの意見が地域住民から出されま

した。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まちづくりの方向性 

１班 

３班 

２班 

４班 

●明るく，子供たちの笑い声が聞こえるまち 

●子供からお年寄りまで憩えるまち 

●世代間交流があり郷土の文化を支えあう地域 

●降りたくなる駅前広場のある好摩駅 

●自然や景観が保たれたまち 

●景観を保全し，詩情豊かな景観マップの作成 

●地元商店の活用と産直施設による活性化 

●バスの利便性の向上と深夜の列車運行 

●好摩駅周辺の駐車場や道路などの整備 

●ホルモンを利用したまちおこし 

 

●好摩駅と駅前商店街の活性化 

●スポーツで大きな大会ができるまち（すもう） 

●自然を活かして遊べる施設の整備 

●福祉の充実した，癒しのまち 

●人の笑顔が絶えないまち 

ていないきれいなまち 

●住んでみたくなる自然を活かしたまちなみ 

●芸術文化の発掘と活性化（神楽） 

●花輪線を活かし，観光拠点としての好摩駅 

●草花の手入れを通じて住民が集う場所づくり 

●盛岡のベットタウンとして住民の増加 

ち 

５班 ●金曜市やホルモン祭りで賑やかな駅前 

●橋上駅による東西地区の交流を図る 

●地域の魅力を高め移住者をつのる 

●体験型農園による交流人口を増やす 

●ボランティア活動により地域のつながり復活 

地域資産 課  題 

 

好摩駅と商店街 

地域資産の活用 

自然を守り，地域資源を活用した賑わいのあるまちづくり 

地域の連携 

便利で 

 安心な暮らし 

自然・景観の保全 

☆ 便利で安心な道路と交通 

・歩道と街灯の整備，冬期の除雪と排雪場所の確保による安全性の確保 

・鉄道の運賃値下げと，運行本数と時間の見直しによる利便性の向上 

・バスの利便性の向上，循環バスの導入による交通弱者の足確保 

☆ 自然・景観と調和したまちづくり 

・自然や景観を活かし，住んでみたくなるまちなみづくり 

・交通の利便性や地域の魅力を高めベッドタウン化による定住人口の増加 

☆ 好摩駅のリフォームと賑わいのある商店街 

・好摩駅及び周辺整備により，好摩の玄関口としてふさわしい駅づくり 

・商店街の活性化により，明るく賑わいのあるまちづくり 

☆ 地域資産の活用による地域振興 

・黒平豆等の特産品や郷土料理の活用による地域の産業振興 

・地域資産を利用した交流人口の増加による賑わいづくり 

☆ 歴史と文化が息づく，人情豊かなまちづくり 

・神楽など郷土の文化を支えあう，世代間交流を大切にしたまちづくり 

・結いの精神が残る，互いに支えあえるつながりを大切にしたまちづくり 







第７章 まちづくりの事業計画 

 

本市では，これまでに述べた「まちづくりの目標」と「まちづくりの基本方針」や「都

市整備の方針」及び地域別構想による各地区における「まちづくりの目標と基本方針」に

基づき，各種の都市計画事業などに取り組んでいるところです。 
これらの事業は，本計画の実現化のための具体的施策であり，その進捗状況は，本計画

の実現化の過程と成果を示すものとなっています。 
事業については，平成 20年度末の進捗状況において次の４つに分類し，各種事業の一
覧を示すとともに，それぞれの事業と「まちづくりの基本方針」との関連性について示す

こととします。 
 
 
 
A：完了
B：実施
C：毎年
D：事業
検討
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事業の進捗による分類
し，まちづくりの実績となっている事業 
中で，まちづくりの実現化に向けての取組が行なわれている事業 
度繰り返し実施される事業または，事業年度を定めず継続的に行なわれる事業 
計画はあるが現在着手されていない事業や，基本的な構想から事業化に向けて

されている事業 

，これらの事業は毎年度フォローアップを行ない，進捗状況に応じて分類を見直 
に，新規事業などについても，適宜入れ替えていくこととします。 

づくりの基本方針と関連事業 

方針１ ： 豊かな自然を守り伝えるまちづくり  

な自然を守り伝えるまちづくりのために，これからも周囲の山々や丘陵地の自

を保全すること，市街地に近接する緑を都市との交流の中で活用すること，山

陵地，既存の集落の活性化を図ります。 

する事業には，区域区分見直しや開発許可業務，中山間地域等直接支払事業な

ります。 

方針２ ： 歴史と風土を活かした盛岡らしいまちづくり  

と風土を活かした盛岡らしいまちづくりのために，市街地

保すること，歴史的景観と調和したまちなみを誘導するこ

させるとともに，河川と調和した建築物の誘導を図ります

する事業には，都市景観形成事業や盛岡地区かわまちづく

業などがあります。 
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と，河川空間の魅力

。 

り事業，歴史的環境



 

 基本方針３ ： 賑わいと活力がある市街地づくり  

賑わいと活力がある市街地づくりのために，市街地の低密な拡大を抑制し，コンパ

クトな市街地を形成すること，住環境やコミュニティに配慮した市街地の形成を図る

こと，既存市街地の活性化を図り，効率的な土地利用にすること，都市に必要な機能

の確保と効率性を高めること，中心市街地の魅力を高めます。 

関連する事業には，地域地区見直しや土地区画整理事業，商店街活性化支援事業な

どがあります。 

 

 基本方針４ ： 都市の芸術文化が薫る美しい景観づくり  

  都市の芸術文化が薫る美しい景観づくりのために，それぞれの地域の個性を大切にし

た景観形成を図ること，新たな市街地にも魅力あるまちなみをつくります。 

関連する事業には，歴史的町並み保存活用事業や都市景観形成事業などがあります。 

 

 基本方針５ ： 都市活動を支えるやさしい交通体系づくり  

  都市活動を支えるやさしい交通体系づくりのために，都市間の交流や人や物の移動を

支える交通網の整備を図ること，環境への影響を考え，通勤･通学や買い物などの交通

は，公共交通や自転車を利用しやすくすること，より効果的・効率的な道路整備を進め

ます。 

関連する事業には，都市計画道路整備事業やオムニバスタウン整備事業などがありま

す。 

 
基本方針６ ： 花と緑に囲まれた潤いのあるまちづくり   

  花と緑に囲まれた潤いのあるまちづくりのために，市街地に近接した緑を守ること，

市街地の中において，身近な緑をふやすこと，清流を守り，より親しみやすい川になる

よう工夫をすること，四季を感じられるまちづくりを進めることとしています。 

関連する事業には，公園緑地等整備事業や花と緑のガーデン都市づくり事業などがあ

ります。 

 

 基本方針７ ： 安全・安心なまちづくり  

  安全・安心なまちづくりのために，地震・火災・水害に強いまち

が利用しやすい施設をつくること，犯罪が起こらない明るく暮らせ

エネルギーの効率的な利用や環境の保全に努めます。 

関連する事業には，都市基盤河川改良事業や交通安全施設等整備

業などがあります。 
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２．各種事業の取組の状況と基本方針との関連とについて 

 本市が行なう各種事業の進捗状況と，本計画で定めた７つの「まちづくりの基本方針」，

との関連性は以下のとおりです。（平成 13 年度から 20 年度末までの状況） 
 

Ａ：完了し，まちづくりの実績となっている事業 

 分　野 事　　　　業　　　　名 方針１ 方針２ 方針３ 方針４ 方針５ 方針６ 方針７

都市計画 地区計画策定業務（津志田西地区） ○

都市計画 地区計画策定業務（武道地区） ○

都市計画 まちづくり三法対応業務 ○

区画整理 土地区画整理事業（前潟地区組合施行） ○

区画整理 土地区画整理事業（都南中央第一地区） ○

区画整理 土地区画整理事業（下永林第三地区） ○

区画整理 土地区画整理事業（黒石野地区組合施行） ○

まちづくり まちづくり交付金事業（河南地区） ○ ○

交通 IGR岩手銀河鉄道青山駅設置事業 ○ ○

交通 オムニバスタウン整備事業 ○ ○

交通 盛岡市総合交通計画の策定 ○ ○

交通 盛南地区バス運行計画策定事業 ○ ○

住宅 公営住宅建設事業（市営渋民団地建替事業） ○

下水道 農業集落排水整備事業 ○

河川 準用河川改良事業（大橋川） ○ ○

産業 中山間地域夢づくり総合支援事業 ○
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Ｂ：実施中で，まちづくりの実現化に向けての取組が行なわれている事業 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

分　野 事　　　　業　　　　名 方針１ 方針２ 方針３ 方針４ 方針５ 方針６ 方針７

都市計画 区域区分見直し（第６回定期） ○ ○

計画 地域地区見直し（盛南地区） ○

計画 地区計画策定業務（市街化区域・玉山区） ○

計画 地区別まちづくり（つなぎ地区） ○ ○

計画 地区別まちづくり（太田地区） ○ ○ ○

計画 地区別まちづくり（永井地区） ○ ○ ○ ○

計画 地区別まちづくり（松園ニュータウン） ○

観光
盛岡地区かわまちづくり事業
(水辺プラザ整備事業）

○ ○ ○

画整理 土地区画整理事業（都南中央第三地区） ○ ○ ○ ○ ○

整理 土地区画整理事業（赤田地区個人施行） ○

画整理 盛岡南地区都市開発整備事業 ○ ○ ○ ○ ○ ○

整理 土地区画整理事業（道明地区） ○ ○ ○ ○

整理 土地区画整理事業（洞清水地区組合施行） ○

整理 土地区画整理事業（浅岸地区） ○ ○ ○

整理 土地区画整理事業（太田地区） ○ ○ ○

整理 土地区画整理事業（渋民地区組合施行） ○ ○

整理 土地区画整理事業（大平地区組合施行） ○

整理 土地区画整理事業（上厨川地区組合施行） ○

整理 盛岡駅西口地区都市整備事業 ○

産業 ものづくり産業推進事業 ○

くり まちづくり交付金事業（盛岡駅西口地区） ○ ○ ○

くり まちづくり交付金事業（盛岡南地区） ○ ○ ○ ○

くり
まちづくり交付金事業
（盛岡城跡公園周辺地区）

○ ○ ○ ○ ○

くり まちづくり交付金事業（渋民地区） ○ ○

くり お城を中心としたまちづくり計画の策定 ○ ○ ○ ○

交通 もりおか交通戦略の策定 ○ ○

道路
都市計画道路整備事業
（盛岡駅南大橋線神子田1）

○ ○ ○ ○

道路
都市計画道路整備事業
（盛岡駅南大橋線不来方橋）

○ ○ ○ ○

道路 都市計画道路整備事業（明治橋山岸線3） ○ ○ ○ ○

道路 都市計画道路整備事業（梨木町上米内線2） ○ ○ ○ ○

道路 都市計画道路整備事業（盛岡駅青山線） ○ ○ ○ ○

道路 都市計画道路整備事業（明治橋山岸線2） ○ ○ ○ ○

道路 都市計画道路整備事業（開運橋大沢川原線） ○ ○ ○ ○

道路
交通安全施設等整備事業
（厨川駅東西自由通路）

○ ○

道路
交通安全施設等整備事業
（好摩駅東西自由通路）

○ ○

住宅
公営住宅建設事業
（市営観武台住宅トータルリモデル事業）

○

下水道 合流式下水道緊急改善事業 ○ ○ ○

河川 都市基盤河川改良事業（南川） ○

歴文 盛岡市歴史文化施設整備事業 ○ ○ ○

都市

都市

都市

都市

都市

都市

区

区画

区

区画

区画

区画

区画

区画

区画

区画

区画

まちづ

まちづ

まちづ

まちづ

まちづ
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Ｃ：毎年度繰り返し実施される事業または，事業年度を定めず継続的に行なわれる事業 

 
分　野 事　　　　業　　　　名 方針１ 方針２ 方針３ 方針４ 方針５ 方針６ 方針７

都市計画 都市計画マスタープラン業務 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

都市計画 区域区分見直し ○ ○

都市計画 都市計画調査事業 ○

都市計画 地域地区見直し ○ ○

都市計画 地区計画策定業務 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

都市計画 まちづくり専門家派遣制度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

都市計画 宅地造成工事規制区域見直し事業 ○ ○

都市計画 開発許可業務 ○ ○ ○

景観 都市景観形成事業（形成地区） ○ ○ ○ ○ ○

景観 都市景観形成事業（形成重点地区） ○ ○ ○ ○ ○

景観 屋外広告物事務 ○ ○

景観 風致地区内行為許可事務事業 ○

みどり 花と緑のガーデン都市づくり事業 ○

みどり もりおか環境緑化まつり事業 ○

みどり 緑のまちづくり補助金交付事業 ○

みどり 地域緑化支援花苗配布事業 ○

みどり 花と緑の相談コーナー事業 ○

みどり 庭園木引取事業 ○

公園 公園緑地等整備事業 ○ ○

公園 公園緑地等維持管理事業 ○ ○ ○

再開発 優良建築物等整備事業 ○

交通 地域型交通システム整備事業 ○ ○

交通 バス利用促進事業 ○ ○

交通 鉄道利用促進事業 ○ ○

交通 自転車の安全と利用促進事業 ○ ○

道路 道路，橋梁維持管理事業 ○ ○

道路 狭あい市道整備促進事業 ○ ○

道路 道路除排雪事業（小型除雪機械の貸出し） ○ ○

道路 道路落石等防止対策事業 ○

道路 舗装二次改築事業 ○ ○

道路 広域圏道路整備事業 ○

道路 市道新設改良事業 ○

道路 交通安全施設等整備事業 ○ ○

住宅 公営住宅建設事業 ○

下水道 公共下水道汚水施設整備事業 ○ ○ ○

下水道 浄化槽整備事業 ○ ○ ○

下水道 私設下水道設置補助事業 ○ ○ ○

下水道 公共下水道雨水施設整備事業 ○ ○

下水道 公共下水道改築更新事業 ○ ○ ○
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分　野 事　　　　業　　　　名 方針１ 方針２ 方針３ 方針４ 方針５ 方針６ 方針７

河川 （準用，都市基盤，普通）河川改良事業 ○

水道 上水道安全対策事業 ○

水道 配水管整備事業 ○ ○

水道 浄配水場施設整備事業 ○ ○

水道 水道水源水質保全促進事業 ○

水道 鉛製給水管更新事業 ○ ○

産業 四十四田工場等集団化推進支援事業 ○

産業 商店街活性化支援事業 ○ ○

産業 商店街イベント補助事業 ○

産業 大型店対策事業 ○

産業 空き店舗活用促進事業 ○

観光
盛岡ブランド開発事業（都市観光の推進による
地域づくり支援調査事業）

○ ○

観光 歴史的街並み保存活用事業 ○ ○ ○

産業 中山間地域等直接支払事業 ○

産業 農業振興地域整備計画管理事業 ○

産業 農地・水・環境保全向上対策 ○

産業 木材需要拡大（市産材利用拡大）推進事業 ○

環境 近郊自然歩道整備事業 ○

環境 地区等自然環境保全事業 ○

環境 公害監視・指導事務 ○

環境 歴史的環境保全事業 ○

その他 国土利用計画法等関連事業事務 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

その他 ＮＰＯ協働推進事業 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ｄ：事業計画はあるが現在着手されていない事業や，基本的な構想から事業化に 

向けて検討されている事業 

 分　野 事　　　　業　　　　名 方針１ 方針２ 方針３ 方針４ 方針５ 方針６ 方針７

都市計画 地区計画策定業務（市街化区域・都南地区） ○

都市計画
地区計画策定業務
（市街化調整区域・下太田地区）

○

都市計画
地区計画策定業務
（市街化調整区域・下飯岡地区）

○

歴文 史跡保存管理計画の策定 ○ ○

産業 玉山区工業団地整備事業（門前寺） ○

産業 道の駅設置事業 ○

道路
交通安全施設等整備事業
（岩手飯岡駅東西自由通路）

○ ○

まちづくり 盛岡駅西口地区駐車場整備事業 ○
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おわりに 

 

本市は，市民の皆さんのご理解とご協力のもとに，都市計画マスタープラン及び関係計

画に基づいて，区域区分，地域地区，地区計画などの土地利用計画や，道路，公園，土地

区画整理，上下水道などの都市基盤整備に取り組むとともに，各地区における市民主体の

まちづくりを進めてまいりました。 

しかし，地方分権改革，少子高齢化や人口減少，高度情報化，環境重視などの社会情勢

の変化の中において，多様なニーズへの対応や，より良い住環境の確保，良好な景観形成

などが求められています。 

このような中，より良いまちづくりを進めるためには，市と市民や町内会等，大学，Ｎ

ＰＯ，事業者などが相互に連携し協力しあうことが重要であり，このことにより，都市の

質を総合的に高め，個性的で魅力のある本市の実現が図られるものであると考えます。 

本計画においては，「心を育む，歴史と風格あるまち盛岡の形成～市民協働のまちづく

り～」を基本理念としています。 

今後ともその基本理念の基で，市民の皆さんとの協働によるまちづくりを進めていくこ

とにより，次世代に継承できるまち盛岡の実現に取り組んでいくこととします。 
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